
1 陸奥・出羽地域における古代駅路とその変遷

陸
奥
・
出
羽
地
域
に
お
け
る
古
代
駅
路
と
そ
の
変
遷

中

村

太

一

は

じ

め

に

陸
奥
・
出
羽
両
国
に
お
け
る
駅
路
・
駅
家
の
網
羅
的
な
復
原
を
試
み
た
研
究
成
果
と
し
て
、
山
田
安
彦
氏
の
研
究
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
、
こ
の
研
究
は
発
表
後
す
で
に
約
二
五
年
を
経
過
し
て
お
り
、
こ
の
間
の
駅
路
お
よ
び
陸
奥
・
出
羽
地
域
史
研
究
の
進
展

を
踏
ま
え
る
と
、
奥
羽
地
域
の
駅
路
に
つ
い
て
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
直
線
的
な
計
画
道
路
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
て
以
来
、
駅
路
研
究
の
進
展
は
め
ざ
ま
し
く
、
現
在
で
は
発
掘
調
査
に
よ
っ
て

古
代
の
道
路
遺
構
が
次
々
と
発
見
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
う
い
っ
た
研
究
の
深
化
に
伴
っ
て
、
駅
路
の
変
化
と
い
う
新
た
な
問
題
が

浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
。
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
、『
延
喜
式
』
兵
部
省
諸
国
駅
伝
馬
条
に
見
え
る
駅
路
と
は
異
な
る
八
世
紀
段
階
の
計
画
道

路
が
見
出
さ
れ
、
ま
た
九
世
紀
以
降
、
駅
路
の
構
造
が
変
化
す
る
こ
と
が
判
明
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀

初
頭
に
駅
家
の
整
理
・
改
廃
が
集
中
す
る
と
い
う
駅
制
研
究
か
ら
の
指
摘
に
も
符
合
し
、
お
そ
ら
く
は
九
世
紀
初
頭
頃
を
画
期
に
、
駅
路

の
構
造
や
路
線
が
大
き
く
変
化
し
た
と
み
ら
れ
る
。
同
時
に
こ
の
点
は
、『
延
喜
式
』
に
見
え
る
駅
家
配
置
と
駅
路
路
線
が
必
ず
し
も
奈
良
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時
代
に
遡
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
現
段
階
で
は
、『
延
喜
式
』
の
路
線
を
平
面
的
に
復
原
す
る
だ
け

で
は
不
十
分
で
あ
り
、
そ
こ
に
至
る
変
遷
の
過
程
を
も
考
察
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
八
世
紀
か
ら
九
世
紀
前
半
段
階
に
お
け
る
陸
奥
・
出
羽
両
国
の
駅
路
に
関
す
る
諸
問
題
を
検
討
し
、
そ
の
う
え
で
、

八
世
紀
初
頭
か
ら
『
延
喜
式
』
段
階
に
至
る
駅
路
の
変
遷
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

一
、
出
羽
国
に
お
け
る
北
陸
道
駅
路

１
出
羽
柵
と
駅
路

出
羽
国
は
、『
延
喜
式
』
民
部
上
や
兵
部
省
諸
国
駅
伝
馬
条
な
ど
の
記
載
か
ら
、
東
山
道
に
所
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
当

初
の
出
羽
地
域
は
、
越
後
国
出
羽
郡
と
し
て
編
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
和
銅
五
（
七
一
二
）
年
に
出
羽
国
が
分
立
さ
れ

る
以
前
は
北
陸
道
に
所
属
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
越
後
国
出
羽
郡
は
、
和
銅
元
（
七
〇
八
）
年
九
月
に
建
郡
さ
れ
（
『
続
日
本
紀
』
和
銅

元
年
九
月
丙
戌
条
）
、
そ
の
郡
家
が
置
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
出
羽
柵
は
、
和
銅
二
（
七
〇
九
）
年
七
月
に
初
め
て
そ
の
名
が
見
え
る
（
同
二

年
七
月
乙
卯
朔
条
）
。
出
羽
柵
の
位
置
は
判
明
し
て
い
な
い
が
、
庄
内
平
野
の
な
か
で
も
最
上
川
以
南
に
所
在
し
た
可
能
性
が
高
い
。

問
題
は
、
こ
の
段
階
の
北
陸
道
駅
路
の
終
点
で
あ
る
。
通
常
、
駅
路
は
国
府
を
目
標
地
点
と
す
る
こ
と
か
ら
、
北
陸
道
駅
路
は
越
後
国

府
な
い
し
佐
渡
国
府
ま
で
と
い
う
想
定
も
成
り
立
つ
。
し
か
し
筆
者
は
、
庄
内
平
野
に
置
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
出
羽
柵
ま
で
、
北
陸
道
駅

路
が
設
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
こ
う
考
え
る
の
は
、
後
に
秋
田
城(

第
二
次
出
羽
柵)

が
東
山
道
駅
路
の
終
点
と
さ
れ
る
こ
と
、
あ
る

い
は
陸
奥
国
で
も
、
国
府
で
あ
る
多
賀
城
を
駅
路
の
終
点
と
す
る
の
で
は
な
く
、
常
に
最
北
の
地
に
置
か
れ
た
城
柵
ま
で
駅
路
が
設
け
ら

れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
奥
羽
地
域
の
場
合
は
、
必
ず
し
も
国
府
が
駅
路
の
終
点
に
な
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
城
司

制
が
敷
か
れ
た
最
北
の
城
柵
に
到
る
ま
で
駅
路
が
造
ら
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
出
羽
国
分
立
以
前
の
北
陸
道
駅
路
も
、
第

(
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一
次
出
羽
柵
ま
で
設
定
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
十
分
に
考
え
ら
れ
よ
う
（
後
掲
図
３
）
。

こ
の
越
後
―
出
羽
国
府
間
に
駅
路
が
存
在
し
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
発
掘
成
果
に
よ
っ
て
状
況
証
拠
が
見
つ
か
っ
て
い
る
。

一
九
九
九
年
、
山
形
県
鶴
岡
市
の
山
田
遺
跡
に
お
い
て
、「
驛
」「
驛
子
」
な
ど
と
書
か
れ
た
木
簡
が
出
土
し
た
（
史
料
１
）
。
こ
の
木
簡
は

習
書
と
見
ら
れ
る
が
、
一
連
の
文
書
を
書
き
写
し
た
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
裏
面
の
歴
名
は
駅
子
の
人
名
を
列
記
し
た
可
能
性

が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
史
料
１
）
山
形
県
鶴
岡
市
山
田
遺
跡
出
土
木
簡

・
「

□
驛
驛
四
皿
駅
子
人
□
〔
食
カ
〕

・
「

大
辟
マ

麻
績
マ

長
浴
マ

六
人

大
伴
マ

大
日
子
マ

小
長
浴
マ

宍
人

山
田
遺
跡
は
庄
内
平
野
南
部
に
位
置
し
、
こ
こ
に
駅
家
が
設
置
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
越
後
―
出
羽
間
の
駅
路
が
存
在
し
た
と
考
え

ざ
る
を
え
な
い
。
ま
た
、
木
簡
自
体
は
九
世
紀
代
の
遺
物
と
見
ら
れ
る
が
、
越
後
―
出
羽
間
に
駅
家
が
存
在
し
た
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
駅

制
施
行
当
初
か
ら
置
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
な
ぜ
な
ら
、『
続
日
本
紀
』
に
越
後
―
出
羽
間
に
お
け
る
駅
家
新
設
記
事
が
見
ら
れ
な

い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
天
平
一
〇
（
七
三
八
）
年
頃
以
降
の
出
羽
国
は
明
ら
か
に
東
山
道
所
属
で
あ
り
、
こ
れ
以
降

に
越
後
―
出
羽
間
の
駅
家
を
新
設
す
る
動
機
も
考
え
に
く
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
駅
家
は
天
平
一
〇
年
以
前
か
ら
存
在
し
、
し
か
も
『
続

日
本
紀
』
に
特
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
み
て
、
駅
制
施
行
当
初
か
ら
置
か
れ
て
い
た
か
、
出
羽
国
分
立
時
に
設
置
さ
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
先
に
見
た
よ
う
に
越
後
―
出
羽
間
の
駅
路
が
出
羽
国
分
立
以
前
か
ら
存
在
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
駅
家
も
そ
の
当
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時
か
ら
設
置
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。

２
出
羽
国
と
北
陸
道

和
銅
五
（
七
一
二
）
年
、
越
後
国
出
羽
郡
を
分
離
し
（
『
続
日
本
紀
』
和
銅
五
年
九
月
己
丑
条
）
、
陸
奥
国
の
最
上
郡
・
置
賜
郡
を
編
入

す
る
（
同
十
月
丁
酉
朔
条
）
と
い
う
形
で
出
羽
国
が
成
立
す
る
。
こ
の
経
緯
か
ら
見
て
、
出
羽
国
は
北
陸
道
に
所
属
す
る
越
後
国
出
羽
郡

が
主
体
と
な
っ
て
成
立
し
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
か
し
成
立
当
初
の
出
羽
国
の
所
属
に
つ
い
て
は
、
木
本
雅
康
氏
が
北
陸
道
所
属
の
可

能
性
を
指
摘
す
る
も
の
の
、
一
般
に
は
東
山
道
所
属
で
あ
る
の
が
自
明
の
理
と
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
当

初
の
出
羽
国
が
北
陸
道
に
所
属
し
て
い
た
可
能
性
を
検
討
し
て
み
た
い
。

史
料
２
は
、
国
名
列
記
の
中
で
出
羽
国
が
越
前
国
の
次
に
記
さ
れ
る
、
養
老
四
（
七
二
〇
）
年
の
記
事
で
あ
る
。

（
史
料
２
）
『
類
聚
国
史
』
巻
八
十
三
・
政
理
六
・
免
租
税
・
養
老
四
年
十
一
月
甲
戌
条

勅
。
陸
奥
・
石
背
・
石
城
三
国
調
庸
并
租
、
減
□
之
。
唯
、
遠
江
・
常
陸
・
美
濃
・
武
蔵
・
越
前
・
出
羽
六
国
者
、
免
二

征
卒
及
廝

馬
従
等
調
庸
并
房
戸
租
一

。

史
料
２
の
国
名
列
記
は
、
通
例
通
り
、
東
海
道
の
遠
江
・
常
陸
、
東
山
道
の
美
濃
・
武
蔵
、
北
陸
道
の
越
前
と
い
う
順
で
記
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
後
に
記
さ
れ
る
出
羽
国
は
、
北
陸
道
所
属
、
も
し
く
は
山
陰
道
～
西
海
道
所
属
の
国
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と
に

な
ろ
う
。
し
か
し
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
後
者
の
可
能
性
は
あ
り
え
な
い
の
で
、
こ
の
記
事
は
、
出
羽
国
を
北
陸
道
所
属
の
国
と
し
て
扱

い
、
こ
の
位
置
に
記
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

(
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ま
た
史
料
３
は
、
「
坂
東
」
を
「
九
国
」
と
カ
ウ
ン
ト
す
る
例
で
あ
る
。

（
史
料
３
）
『
続
日
本
紀
』
神
亀
元
年
四
月
癸
卯
条

教
下

坂
東
九
国
軍
三
万
人
、
教
ዝ�

習
騎
射
一

、
試
ዝ�

練
軍
陳
上

。
運
二

綵
帛
二
百
疋
、
ዝ�
一
千
疋
、
綿
六
千
屯
、
布
一
万
端
於
陸
奥
鎮
所
一

。

坂
東
は
、
周
知
の
通
り
、
東
海
・
東
山
道
諸
国
の
う
ち
足
柄
坂
・
碓
氷
坂
以
東
の
諸
国
を
指
し
た
地
域
名
称
で
あ
る
。
通
常
は
関
東
地

方
の
諸
国
に
限
っ
て
「
八
国
」
（
表
１
―
(8)
）
と
す
る
か
、
こ
れ
に
陸
奥
・
出
羽
を
含
め
て
「
十
国
」
（
表
１
―
(9)
）
と
す
る
。
こ
れ
に

対
し
て
史
料
３
に
見
え
る
「
九
国
」
と
い
う
数
は
明
ら
か
に
異
例
で
あ
り
、
し
か
も
狭
義
の
坂
東
の
国
数
に
も
、
広
義
の
坂
東
の
国
数
に

も
該
当
し
な
い
（
表
１
―
(5)
）
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
①
「
八
国
」
の
誤
写
か
、
②
伊
豆
国
か
陸
奥
国
を
加
え
た
か
、
と
い
っ
た
解
釈
が

あ
る
。
し
か
し
、
現
存
写
本
は
全
て
「
九
国
」
で
あ
り
、
ま
た
坂
東
に
含
ま
れ
る
と
し
た
ら
、「
坂
東
十
国
」
と
い
う
用
例
か
ら
陸
奥
国
か

出
羽
国
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
後
半
の
文
章
か
ら
陸
奥
国
に
関
わ
る
事
態
へ
の
対
応
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
、
史

料
３
の
前
半
は
、
陸
奥
国
を
含
め
た
「
坂
東
九
国
」
の
軍
三
万
人
の
軍
事
教
練
を
行
っ
た
と
解
釈
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
史
料
に
見
え
る
「
坂
東
九
国
」
に
は
、
陸
奥
国
が
含
ま
れ
る
一
方
、
出
羽
国
が
含
ま
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
な
ぜ
出
羽
国
が
含
ま
れ
て
い
な
い
の
か
。
こ
れ
に
は
、
次
の
二
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
①
対
蝦
狄
関
係
の
最
前

線
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
出
羽
国
も
同
様
で
あ
り
、
陸
奥
国
に
お
け
る
軍
備
増
強
の
原
資
に
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
②
こ
の
と

き
の
出
羽
国
が
北
陸
道
に
所
属
し
て
お
り
、
東
山
道
所
属
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
坂
東
」
に
は
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。

以
上
の
二
つ
の
可
能
性
の
う
ち
、
筆
者
と
し
て
は
②
の
見
方
を
と
り
た
い
。
こ
う
考
え
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
坂
東
九
国
」
と
い
う

用
法
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
当
時
「
坂
東
九
国
」
と
す
る
だ
け
で
、
そ
の
所
属
国
が
了
解
さ
れ
る
と
い
う
状
況
が
示
さ
れ
て
い
る
。

(
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表
１
・
坂
東
の
国
数

坂
東

合
計

年

月

日

内

容

安
房

石
城

石
背

出
羽

奥
羽

(

狭
義)

(
広
義)

×

×

×

×

７

１

⑧

「
我
姫
之
道
、
分
為

（

常
陸
国
風
土
記

）

二

一

八
国

」
『

』

(1)

和
銅
５
（

・
９
・

×

×

×

○

７

２

９

）

出
羽
国
を
設
置
（

続
日
本
紀

。

『

』
）

(2)

712

23

①
上
総
国
平
群
・
安
房
・
朝
夷
・
長
狭
郡
を
割
い
て
、
安
房
国
を
設
置
。

②
陸
奥
国
石
城
・
標
葉
・
行
方
・
宇
太
・
曰
理
郡
、
常
陸
国
菊
多
郡
を
割

養
老
２
（

・
５
・
２

○

○

○

○

８

４

）

い
て
、
石
城
国
を
設
置
。

(3)

718

12

③
白
河
・
石
背
・
会
津
・
安
積
・
信
夫
郡
を
割
い
て
、
石
背
国
を
設
置
。

（
以
上

『
続
日
本
紀

）

、

』

養
老
４
（

）
720

○

×

×

○

８

２

こ
の
頃
、
石
城
・
石
背
両
国
を
廃
止
。

(4)

～

10

神
亀
元
（

）
724

の
軍
三
万
人
の
教
練
を
行
い
、
綵
帛
二
百
疋
・
ዝ�
一
千
疋
・
綿

坂
東
九
国

神
亀
元
（

・
４
・

○

×

×

○

２

）

８

(5)

724

14

10

六
千
屯
・
布
一
万
端
を
陸
奥
鎮
所
に
運
ぶ
（

続
日
本
紀

。

『

』）

天
平

（

・

・

×

×

×

○

７

２

９

）

安
房
国
を
上
総
国
に
合
併
（

続
日
本
紀

。

『

』
）

(6)

13

741

12

10

宝
字
元
（

・
５
・
８

○

×

×

○

８

２

）

安
房
国
を
再
び
設
置
（

続
日
本
紀

。

『

』
）

(7)

757

10

等
の
浮
浪
人
二
千
人
を
雄
勝
柵
戸
と
す
る
（

続
日
本
紀

。

坂
東
八
国

『

』
）

宝
字
３
（

・
９
・

○

×

×

○

⑧

２

）

(8)

759

27

10

＊
「
坂
東
八
国
」
は
他
に
５
例
あ
り

嘉
祥
元
（

・

・
３

○

×

×

○

８

２

⑩

）

「

得
度
者
…

（

続
日
本
後
紀

）

坂
東
十
国

」
『

』

(9)

848

11

《
凡
例
》

○
…
存
在
す
る
国

×
…
存
在
し
な
い
国

丸
数
字
…
史
料
に
見
え
る
国
数
と
の
対
応
関
係
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こ
の
表
現
が
原
史
料
段
階
の
も
の
な
の
か
、
『
続
日
本
紀
』
編
纂
段
階
の
も
の
な
の
か
を
確
認
す
る
す
べ
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、

こ
の
時
期
の
「
坂
東
」
に
は
出
羽
国
が
含
ま
れ
な
い
と
い
う
共
通
理
解
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
神
亀
元
（
七
二
四
）

年
頃
の
出
羽
国
は
東
山
道
所
属
で
は
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

成
立
当
初
の
出
羽
国
が
北
陸
道
に
所
属
し
て
い
た
可
能
性
を
示
す
第
三
の
例
は
、
出
羽
国
の
貢
馬
が
越
前
国
を
通
過
し
た
と
い
う
事
例

で
あ
る(

史
料
４)
。

（
史
料
４
）
『
天
平
四
年
越
前
国
郡
稲
帳
』
（
抄
出
）

従
二
出
羽
国
一
進
上
御
馬
伍
匹
経
二
玖
箇
日
一
飼
秣
料
稲
玖
拾
束

江
沼
郡

諸
国
か
ら
の
貢
馬
は
、
伝
制
を
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
伝
馬
制
・
伝
制
は
七
道
制
に
よ
る
駅
路
の
区
分
に
は
拘
束
さ
れ

な
い
の
で
、
こ
の
史
料
は
必
ず
し
も
駅
路
の
ル
ー
ト
を
示
す
も
の
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
史
料
か
ら
、
出
羽
国
か
ら
越
前
国
を

経
て
平
城
京
へ
至
る
主
要
交
通
路
が
存
在
す
る
こ
と
は
確
実
に
い
え
る
。
し
か
も
、
そ
の
北
陸
道
コ
ー
ス
こ
そ
が
、
出
羽
国
か
ら
畿
内
に

赴
く
最
も
自
然
な
ル
ー
ト
だ
っ
た
こ
と
も
示
し
て
い
よ
う
。
こ
の
点
か
ら
、
こ
の
時
期
の
出
羽
国
の
駅
制
・
駅
路
も
北
陸
道
経
由
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
出
羽
国
が
北
陸
道
に
所
属
し
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
ろ
う
。

出
羽
国
が
北
陸
道
に
所
属
し
た
可
能
性
を
示
す
第
四
の
例
は
、
「
北
辺
」
を
出
羽
国
と
す
る
史
料
で
あ
る(

史
料
５
）
。

（
史
料
５
）
『
令
集
解
』
関
市
令
弓
箭
条
古
記
逸
文

古
記
云
。
東
辺
北
辺
。
謂
陸
奥
出
羽
等
国
也
。

匹
別
日

二
束

(

10)

8

律
令
国
家
の
方
位
認
識
は
七
道
駅
路
に
基
づ
い
て
お
り
、
東
海
・
東
山
道
の
終
点
＝
陸
奥
国
が
「
東
辺
」
、
北
陸
道
の
末
端
が
「
北
辺
」
、

南
海
道
の
終
点
＝
土
佐
国
が
「
南
辺
」
、
西
海
道
の
う
ち
遣
唐
使
の
出
港
地
と
な
る
値
嘉
嶋
が
「
西
辺
」
と
さ
れ
た
。
こ
の
史
料
は
、
出
羽

国
＝
「
北
辺
」
と
明
記
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
文
脈
か
ら
見
て
、
出
羽
国
を
「
北
辺
」
の
例
に
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

ま
た
、
出
羽
方
面
の
エ
ミ
シ
を
「
狄
」
、
陸
奥
方
面
の
そ
れ
を
「
夷
」
と
表
現
す
る
こ
と
か
ら
も
、
出
羽
国
＝
北
、
陸
奥
国
＝
東
と
い
う
律

令
国
家
の
方
位
認
識
が
看
取
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
古
記
註
釈
者
を
は
じ
め
と
し
て
、
律
令
国
家
が
出
羽
国
を
「
北
辺
」
＝
北
陸

道
の
末
端
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
、
し
た
が
っ
て
成
立
当
初
の
出
羽
国
は
北
陸
道
所
属
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
る
。

ち
な
み
に
、『
延
喜
式
』
陰
陽
寮
条
の
追
儺
の
祭
文
で
は
「
東
方
陸
奥
、
西
方
遠
値
嘉
、
南
方
土
佐
、
北
方
佐
渡
」
と
さ
れ
て
お
り
、
出

羽
国
が
東
山
道
に
所
属
し
た
後
、
「
北
辺
」
は
佐
渡
国
に
変
化
し
た
。

以
上
の
点
か
ら
、
成
立
当
初
の
出
羽
国
は
北
陸
道
所
属
で
あ
り
、
出
羽
国
府
（
第
一
次
出
羽
柵
）
に
至
る
駅
路
も
越
後
国
か
ら
の
路
線

で
あ
っ
た
と
考
え
る
（
後
掲
図
４
）
。
そ
し
て
、
古
記
の
成
立
は
天
平
一
〇(

七
三
八)

年
頃
と
さ
れ
る
の
で
、
出
羽
国
は
、
少
な
く
と
も
こ

の
頃
ま
で
は
北
陸
道
に
所
属
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

二
、
陸
奥
・
出
羽
間
に
お
け
る
東
山
道
駅
路
の
成
立
と
展
開

１
大
野
東
人
の
直
路
建
設
事
業

天
平
五
（
七
三
三
）
年
、
出
羽
柵
が
秋
田
高
清
水
岡
に
遷
置
さ
れ
る(

『
続
日
本
紀
』
天
平
五
年
十
二
月
己
未
条)

。
こ
れ
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
、
後
に
秋
田
城
と
称
さ
れ
る
城
柵
の
新
設
を
示
す
が
、
同
時
に
国
名
を
背
負
う
城
柵
の
遷
置
で
も
あ
る
の
で
、
通
説
で

は
出
羽
国
府
も
秋
田
に
移
転
し
た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
一
方
で
、
出
羽
国
府
は
一
貫
し
て
出
羽
郡
に
所
在
し
た
と
い
う
見
解
も

あ
り
、
近
年
で
は
、
今
泉
隆
雄
氏
が
諸
説
を
整
理
し
た
う
え
で
、
出
羽
国
府
は
一
貫
し
て
庄
内
に
あ
り
、
秋
田
城
に
置
か
れ
た
こ
と
は
な

(

11)

(

12)

(

13)

(

14)
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い
と
い
う
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
深
く
立
ち
入
ら
な
い
が
、
現
段
階
で
は
今
泉
氏
の
見
解
が
最
も
妥
当
で
あ

る
と
考
え
る
の
で
、
出
羽
柵
の
秋
田
移
転
後
も
国
府
は
庄
内
に
残
っ
た
と
い
う
立
場
で
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
こ
の

第
二
次
出
羽
柵
に
城
司
が
置
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
点
か
ら
、
ほ
ぼ
同
時
に
駅
路
が
第
二
次
出
羽
柵
ま
で
延
伸
さ
れ
、『
延
喜
式
』
兵
部
省

諸
国
駅
伝
馬
条
に
見
え
る
出
羽
国
府
―
秋
田
城
間
の
駅
家
（
遊
佐
・
蚶
方
・
由
理
）
も
置
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
（
史
料
６
・
後
掲
図
６
）
。

た
だ
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
白
谷
・
飽
海
・
秋
田
各
駅
に
つ
い
て
は
９
世
紀
代
に
設
置
さ
れ
た
可
能
性
が
強
い
。

（
史
料
６
）
『
延
喜
式
』
諸
国
駅
伝
馬
条
（
抄
出
）

陸
奥
国
駅
馬

伝
馬

出
羽
国
駅
馬

伝
馬

天
平
九
（
七
三
七
）
年
正
月
大
野
東
人
が
、
陸
奥
国
府
か
ら
「
男
勝
村
」
を
経
て
、
こ
の
第
二
次
出
羽
柵
に
至
る
「
直
路
」
の
建
設
を

申
請
す
る(

『
続
日
本
紀
』
天
平
九
年
正
月
丙
申
条)

。
こ
れ
に
対
し
て
朝
廷
は
持
節
大
使
藤
原
麻
呂
以
下
を
派
遣
、
同
年
四
月
一
四
日
に

麻
呂
か
ら
そ
の
顛
末
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
史
料
７
）
。

（
史
料
７
）
『
続
日
本
紀
』
天
平
九
年
四
月
戊
午
条

遣
陸
奧
持
節
大
使
從
三
位
藤
原
朝
臣
麻
呂
等
言
。
以
二

去
二
月
十
九
日
一

、
到
二

陸
奧
多
賀
柵
一

。
（
中
略
）
仍
抽
二

勇
健
一
百
九
十
六

人
一

委
二

將
軍
東
人
一

。
四
百
五
十
九
人
分
ዝ�

配
玉
造
等
五
柵
一

。
麻
呂
等
帥
二

所
ዝ�

餘
三
百
卌
五
人
一

鎭
二

多
賀
柵
一

。
遣
二

副
使
從
五
位

雄
野
。
松
田
。
磐
瀬
。
葦
屋
。
安
達
。
湯
日
。
岑
越
。
伊
達
。
柴
田
。
小
野
各
十
疋
。
名
取
。
玉
前
。

白
河
。
安
積
。
信
夫
。
刈
田
。

栖
屋
。
黒
川
。
色
麻
。
玉
造
。
栗
原
。
磐
井
。
白
鳥
。
胆
沢
。
磐
基
各
五
疋
。
長
有
。
高
野
各
二
疋

柴
田
。
宮
城
郡
各
五
疋
。

最
上
十
五
疋
。
村
山
。
野
後
各
十
疋
。
避
翼
十
二
疋
。
佐
芸
四
疋
。
船
十
隻
。

最
上
五
疋
。
野
後
三
疋
。
船
五
隻
。
由
理
六
疋
。

遊
佐
十
疋
。
蚶
方
。
由
理
各
十
二
疋
。
白
谷
七
疋
。
飽
海
。
秋
田
各
十
疋
。

避
翼
一
疋
。
船
六
隻
。
白
谷
三
疋
。
船
五
隻
。

(

15)

(

16)

10

上
坂
本
朝
臣
宇
頭
麻
佐
一

鎭
二

玉
造
柵
一

。
判
官
正
六
位
上
大
伴
宿
祢
美
濃
麻
呂
鎭
二

新
田
柵
一

。
國
大
掾
正
七
位
下
日
下
部
宿
祢
大
麻

呂
鎭
二

牡
鹿
柵
一

。
自
餘
諸
柵
依
ዝ�

舊
鎭
守
。
廿
五
日
、
將
軍
東
人
從
二

多
賀
柵
一

發
。
四
月
一
日
、
帥
二

使
下
判
官
從
七
位
上
紀
朝
臣

武
良
士
等
及
所
ዝ�

委
騎
兵
一
百
九
十
六
人
、
鎭
兵
四
百
九
十
九
人
、
當
國
兵
五
千
人
、
歸
服
狄
俘
二
百
卌
九
人
一

、
從
二

部
内
色
麻
柵
一

發
。
即
日
、
到
二

出
羽
國
大
室
驛
一

。
出
羽
國
守
正
六
位
下
田
邊
史
難
破
將
二

部
内
兵
五
百
人
、
歸
服
狄
一
百
卌
人
一

、
在
二

此
驛
一

相

待
。
以
二

三
日
一

、
与
二

將
軍
東
人
一

共
入
二

賊
地
一

。
且
開
ዝ�

道
而
行
。
但
賊
地
雪
深
、
馬
芻
難
ዝ�

得
。
所
以
、
雪
消
草
生
、
方
始
發
遣
。

同
月
十
一
日
、
將
軍
東
人
廻
至
二

多
賀
柵
一

。
自
導
二

新
開
通
道
惣
一
百
六
十
里
一

。
或
尅
ዝ�

石
伐
ዝ�

樹
、
或
填
ዝ�

澗
疏
ዝ�

峯
。
從
二

賀
美

郡
一

至
二

出
羽
國
最
上
郡
玉
野
一

八
十
里
、
雖
二

惣
是
山
野
形
勢
險
阻
一

、
而
人
馬
往
還
無
二

大
艱
難
一

。
從
二

玉
野
一

至
二

賊
地
比
羅
保
許

山
一

八
十
里
、
地
勢
平
坦
無
ዝ�

有
二

危
嶮
一

。
狄
俘
等
曰
。
從
二

比
羅
保
許
山
一

至
二

雄
勝
村
一

五
十
餘
里
、
其
間
亦
平
。
唯
有
二

兩
河
一

。

毎
ዝ�

至
二

水
漲
一

、
並
用
ዝ�

船
渡
。
四
月
四
日
、
軍
屯
二

賊
地
比
羅
保
許
山
一

。
先
ዝ�

是
。
田
邊
難
波
状
稱
。
雄
勝
村
俘
長
等
三
人
來
降
。

拜
首
云
。
承
聞
、
官
軍
欲
ዝ�

入
二

我
村
一

。
不
ዝ�

勝
二

危
懼
一

。
故
來
請
ዝ�

降
者
。
（
後
略
）

こ
の
史
料
に
は
二
通
り
の
解
釈
が
あ
る
。
史
料
上
、
疑
問
と
さ
れ
て
い
る
問
題
は
、
次
の
二
点
に
あ
る
。
第
一
の
問
題
は
、
東
人
が
（
二

月
）
二
五
日
に
多
賀
柵
を
進
発
し
た
後
、「
四
月
一
日
」
に
色
麻
柵
（
宮
城
県
中
新
田
町
城
生
柵
遺
跡
）
を
出
発
、
そ
の
日
の
う
ち
に
出
羽

国
大
室
駅
に
到
着
し
た
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
こ
の
約
一
ヶ
月
の
間
、
何
を
し
て
い
た
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
第

二
の
問
題
は
、
「
同
月
十
一
日
」
に
東
人
が
多
賀
柵
に
帰
還
し
、
報
告
し
た
記
述
の
後
に
、
「
四
月
四
日
」
に
軍
が
比
羅
保
許
山
に
駐
屯
し

た
と
い
う
記
事
が
続
く
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、『
大
日
本
史
』
が
「
四
月
一
日
」
を
「
三
月
一
日
」
と
校
訂
し
て
以
来
、
三
月
と

四
月
の
二
回
、
東
人
ら
の
遠
征
が
行
わ
れ
た
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
二
月
二
五
日
に
多
賀
柵
を
進
発
、
続
い
て
三
月
一
日
に
色

麻
柵
を
進
発
し
、
三
月
三
日
（
も
し
く
は
田
邊
難
波
が
東
人
を
三
日
待
っ
た
後
）
賊
地
に
侵
攻
す
る
が
、
三
月
一
一
日
に
い
っ
た
ん
多
賀
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柵
に
帰
還
す
る
。
そ
し
て
、
四
月
に
再
度
軍
を
発
し
、
四
月
四
日
に
比
羅
保
許
山
に
駐
屯
す
る
が
、
難
波
か
ら
の
進
言
を
受
け
て
雄
勝
村

征
討
を
中
止
し
た
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

一
方
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
は
、
奥
羽
山
脈
を
越
え
て
色
麻
柵
か
ら
大
室
駅
ま
で
「
四
月
一
日
」
の
一
日
で
到
着
し
た
の
は
、
三
月

中
に
工
事
を
施
し
た
新
道
が
開
通
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。
す
な
わ
ち
、
二
月
二
五
日
に
多
賀
柵
を
進
発
し
、
三
月
に
か
け

て
奥
羽
山
脈
越
え
の
道
路
を
建
設
。
そ
れ
が
完
成
し
た
後
の
四
月
一
日
、
色
麻
柵
を
発
っ
て
出
羽
国
大
室
駅
に
到
着
。
こ
こ
で
、
待
ち
受

け
て
い
た
難
波
ら
と
合
流
し
て
、
三
日
賊
地
に
入
り
、
四
日
比
羅
保
許
山
に
駐
屯
す
る
が
、
難
波
か
ら
の
進
言
を
受
け
て
雄
勝
村
征
討
を

中
止
し
、
東
人
ら
は
一
一
日
に
多
賀
柵
に
帰
還
す
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
解
釈
に
対
し
て
は
、
「
賊
地
は
雪
深
く
、
馬
芻
得
難
し
。
所
以
に
雪
消
え
草
生
え
て
、
方
に
始
め
て
發
遣
す
」

と
あ
る
点
と
、
こ
の
史
料
の
前
半
部
と
「
四
月
四
日
」
か
ら
始
ま
る
後
半
部
で
は
微
妙
に
内
容
が
異
な
る
点
か
ら
、
二
回
の
遠
征
が
あ
っ

た
と
い
う
解
釈
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
し
か
し
、
現
存
写
本
の
問
題
部
分
は
全
て
「
四
月
一
日
」
で
あ
る
こ
と
、

少
な
く
と
も
『
続
日
本
紀
』
は
一
貫
し
て
四
月
の
遠
征
と
し
て
叙
述
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
約
六
千
の
兵
が
奥
羽
山
脈
を
越
え
て
八
〇
里

（
約
四
三
km
）
を
一
日
間
で
移
動
し
た
の
に
は
、
や
は
り
整
備
さ
れ
た
道
路
の
存
在
が
背
景
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
新

日
本
古
典
文
学
大
系
の
解
釈
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
文
脈
の
乱
れ
や
食
い
違
い
か
ら
二
回
の
遠
征
と
す
る
に
は
、

ま
ず
誤
写
説
が
前
提
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
文
脈
上
の
問
題
は
、
作
戦
の
失
敗
を
取
り
繕
う
各
種
報
告
や
議
論
の
様
子
を
多
く
含
む
麻

呂
か
ら
の
長
文
の
報
告
書
を
、
『
続
日
本
紀
』
の
編
者
が
要
約
し
た
際
に
生
じ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
史
料
上
の
問
題
は
あ
る
が
、
こ
の
と
き
大
野
東
人
が
（
陸
奥
国
府
―
）
色
麻
柵
―
大
室
駅
と
い
う
「
新
道
」
を

開
削
し
た
点
は
疑
い
な
い
。
ま
た
、
こ
の
と
き
出
羽
国
守
が
大
室
駅
で
合
流
し
て
い
る
の
で
、
出
羽
国
府
―
大
室
駅
間
の
道
路
は
既
に
存

在
し
た
か
、
出
羽
国
側
で
開
削
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
最
上
郡
玉
野
の
地
に
は
後
に
玉
野
駅
が
置
か
れ
る
こ
と
、
色
麻
柵
―
大
室
駅
間

(

17)

(

18)

12

が
約
八
〇
里
、
大
室
駅
―
出
羽
国
間
が
直
線
距
離
で
さ
え
約
五
〇
km
も
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
大
室
駅
が
本
格
的
な
駅
家
で
あ
っ
た

か
否
か
に
つ
い
て
は
疑
問
符
を
つ
け
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
後
に
こ
の
路
線
に
駅
家
群
が
設
け
ら
れ
る
点
か
ら
見
て
、
軍
用
道
路
的

な
性
格
が
強
い
も
の
の
、
か
な
り
本
格
的
な
計
画
道
路
が
造
ら
れ
た
こ
と
も
間
違
い
な
か
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
事
業
に
よ
っ
て
陸

奥
国
府
―
出
羽
国
府
間
の
駅
路
が
初
め
て
設
定
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
後
掲
図
７
）
。
た
だ
し
、
開
通
当
初
の
制
度
的
位
置
付
け

は
東
山
道
・
北
陸
道
連
絡
駅
路
で
あ
り
、
ま
た
、
本
来
の
目
的
で
あ
っ
た
第
二
次
出
羽
柵
を
目
的
地
と
し
た
直
路
建
設
は
、
横
手
盆
地
に

進
撃
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
事
業
は
半
ば
に
し
て
中
断
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

２
出
羽
国
の
東
山
道
転
属

成
立
当
初
の
出
羽
国
が
北
陸
道
所
属
で
あ
っ
た
と
い
う
先
述
の
見
方
と
併
せ
て
筆
者
は
、
大
野
東
人
の
直
路
建
設
事
業
に
よ
っ
て
、
初

め
て
陸
奥
国
―
出
羽
国
間
の
駅
路
が
設
定
さ
れ
た
と
理
解
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
駅
路
で
は
な
い
交
通
路
は
、
こ
れ
以
前
か
ら
存
在
し
た
で

あ
ろ
う
。
最
上
郡
・
置
賜
郡
が
陸
奥
国
か
ら
出
羽
国
に
編
入
さ
れ
て
い
る
の
で
、
陸
奥
国
府
と
こ
の
両
郡
を
結
ぶ
伝
馬
路
・
伝
路
が
存
在

し
た
で
あ
ろ
う
し
、
出
羽
国
府
と
の
間
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
駅
路
と
い
う
位
置
づ
け
の
交
通
路
は
、
あ
く
ま
で
も
こ
の
と
き
初
め

て
開
通
し
た
と
解
釈
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
駅
路
を
基
礎
に
、
出
羽
国
が
北
陸
道
か
ら
東
山
道
に
転
属
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
（
後
掲
図
８
）
。

先
に
見
た
よ
う
に
、『
令
集
解
』
関
市
令
弓
箭
条
古
記
逸
文
か
ら
、
天
平
一
〇
年
頃
ま
で
の
出
羽
国
は
北
陸
道
に
所
属
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
一
方
、
延
暦
廿
一
年
十
二
月
某
日
付
太
政
官
符
に
引
用
さ
れ
る
天
平
十
一
年
五
月
廿
五
日
符
（
史
料
８
）
に
は
、
国
名
が
陸
奥
・

出
羽
・
越
後
の
順
で
記
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
出
羽
国
が
東
山
道
所
属
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
記
載
順
で
あ
り
、
出
羽
国
が
北
陸
道

な
ら
ば
、
東
山
道
の
陸
奥
、
北
陸
道
の
越
後
・
出
羽
と
い
う
順
番
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
天
平
一
〇
年
頃
か
ら
天
平
一
一
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（
七
三
九
）
年
五
月
二
五
日
ま
で
の
間
に
、
出
羽
国
が
東
山
道
に
転
属
さ
れ
た
と
み
ら
れ
よ
う
。

（
史
料
８
）
『
類
聚
三
代
格
』
巻
十
八
・
延
暦
廿
一
年
十
二
月
某
日
太
政
官
符
（
抄
出
）

兵
部
省
去
天
平
十
一
年
五
月
廿
五
日
符
称
。
被
二

太
政
官
符
一

称
。
奉

ዝ�

勅
、
諸
国
兵
士
皆
悉
蹔
停
。
但
三
関
并
陸
奥
・
出
羽
・
越

後
・
長
門
并
大
宰
管
内
諸
国
等
兵
士
依
ዝ�

常
勿
ዝ�

改
者
。

こ
の
想
定
時
期
が
、
東
人
に
よ
る
新
道
開
削
の
直
後
に
相
当
す
る
こ
と
も
偶
然
と
は
思
わ
れ
な
い
。『
続
日
本
紀
』
等
に
転
属
記
事
が
見

え
な
い
こ
と
が
最
大
の
問
題
と
な
る
が
、
按
察
使
で
あ
っ
た
東
人
が
陸
奥
・
出
羽
両
国
間
の
緊
密
化
を
図
る
た
め
に
、
自
身
が
開
削
し
た

駅
路
を
基
に
転
属
を
実
行
し
た
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
東
人
は
、
天
平
一
一
年
四
月
二
一
日
、
参
議
に
任
ぜ
ら
れ
た
際
に

「
陸
奥
国
按
察
使
兼
鎮
守
府
将
軍
大
養
徳
守
」
と
あ
り
（
『
続
日
本
紀
』
天
平
十
一
年
四
月
壬
午
条
）
、
こ
の
頃
ま
で
は
現
地
に
あ
っ
て
奥

羽
政
策
を
主
導
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

３
直
路
の
完
成

大
野
東
人
の
直
路
建
設
計
画
は
、
約
二
〇
年
後
の
天
平
宝
字
年
間
に
至
っ
て
、
よ
う
や
く
成
就
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
天
平

宝
字
元
（
七
五
七
）
年
、
雄
勝
（
小
勝
）
村
へ
の
柵
戸
移
配
が
始
ま
り
（
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
元
年
四
月
辛
巳
条
・
同
年
七
月
戊
午
条
）
、

天
平
宝
字
二
（
七
五
八
）
年
末
に
は
雄
勝
城
の
造
営
が
命
じ
ら
れ
る
（
同
二
年
十
二
月
丙
午
条
）
。
雄
勝
城
は
天
平
宝
字
三
（
七
五
九
）
年

の
一
年
間
で
一
応
の
完
成
を
み
た
ら
し
く
、
翌
四
（
七
六
〇
）
年
正
月
四
日
に
は
雄
勝
城
造
営
の
論
功
行
賞
が
行
わ
れ
て
い
る
（
同
四
年

正
月
丙
寅
条
）
。
こ
の
よ
う
な
雄
勝
経
営
の
進
展
を
承
け
て
、
天
平
宝
字
三
年
九
月
、
色
麻
柵
か
ら
玉
野
―
比
羅
保
許
―
雄
勝
を
経
て
秋
田

14

城
に
至
る
路
線
の
駅
家
が
設
置
さ
れ
た
（
史
料
９
・
後
掲
図
９
）
。

（
史
料
９
）
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
三
年
九
月
己
丑
条
（
抄
出
）

始
置
二

出
羽
国
雄
勝
・
平
鹿
二
郡
、
玉
野
・
避
翼
・
平
戈
・
横
河
・
雄
勝
・
助
河
、
并
陸
奥
国
嶺
基
等
駅
家
一

。

こ
の
史
料
９
に
見
え
る
駅
家
の
う
ち
玉
野
駅
は
、
史
料
７
に
登
場
す
る
大
室
駅
の
地
名
が
「
最
上
郡
玉
野
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
大
室

駅
の
後
身
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
所
在
地
は
、
か
つ
て
の
北
村
山
郡
玉
野
村
（
現
尾
花
沢
市
）
付
近
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

避
翼
駅
は
、
『
延
喜
式
』
兵
部
省
諸
国
駅
伝
馬
条
に
も
同
名
の
駅
家
が
見
え
る
（
史
料
６
）
。
玉
野
か
ら
北
上
し
、
小
国
川
流
域
に
入
る

手
前
の
峠
が
「
猿
羽
根
峠
」
で
あ
る
こ
と
、
舟
形
町
富
田
が
本
来
の
「
猿
羽
根
」
で
あ
る
と
の
古
老
の
証
言
が
採
取
さ
れ
て
い
る
こ
と
な

ど
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
舟
形
町
付
近
に
所
在
し
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
『
延
喜
式
』
に
も
駅
名
が
見
え
る
こ
と
、『
延
喜
式
』
の

駅
路
は
最
上
川
に
沿
っ
て
庄
内
平
野
に
向
か
う
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
避
翼
駅
が
、
出
羽
国
府
方
面
と
雄
勝
城
方
面
の
分
岐
点
に
な
っ
て

い
た
可
能
性
が
高
い
。

平
戈
駅
は
、
史
料
７
に
見
え
る
比
羅
保
許
山
と
地
名
を
共
有
す
る
。
諸
説
は
、
お
お
よ
そ
金
山
町
北
部
に
比
定
し
て
い
る
が
、「
山
」
に

関
す
る
『
出
雲
国
風
土
記
』
の
記
述
が
山
裾
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
古
代
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
「
山
」
は
必
ず
し
も

山
頂
や
山
間
部
を
指
す
と
は
限
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
前
後
の
駅
間
距
離
か
ら
み
て
も
、
山
間
部
に
分
け
入
る
手
前
に
あ
た
る
金
山
町

中
心
部
付
近
が
所
在
地
と
し
て
比
較
的
妥
当
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

横
河
駅
に
つ
い
て
は
、
雄
勝
町
内
の
横
堀
・
寺
沢
付
近
と
さ
れ
る
。
所
在
地
を
特
定
で
き
る
材
料
は
な
い
が
、
金
山
町
か
ら
山
を
越
え

て
平
地
部
に
降
り
て
き
た
あ
た
り
、
す
な
わ
ち
雄
勝
町
中
心
部
付
近
と
み
て
お
き
た
い
。

(

19)

(

20)

(
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(
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(
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雄
勝
駅
は
、
そ
の
駅
名
か
ら
み
て
、
雄
勝
城
内
も
し
く
は
そ
の
近
辺
に
所
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
天
平
宝
字
三
年
に
造
営

さ
れ
た
第
一
次
雄
勝
城
の
所
在
地
は
判
明
し
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
羽
後
町
郡
山
に
雄
勝
郡
家
が
所
在
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
付
近

に
城
柵
や
駅
家
も
所
在
し
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
以
上
の
平
戈
・
横
河
・
雄
勝
の
三
駅
の
位
置
に
関
し
て
は
依
然
と
し
て
確
証

に
乏
し
く
、
近
世
の
羽
後
街
道
ル
ー
ト
な
ど
に
つ
い
て
再
検
討
し
て
み
る
余
地
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

さ
ら
に
問
題
が
あ
る
の
は
助
河
駅
で
、
こ
の
駅
の
比
定
地
に
は
次
の
よ
う
な
諸
説
が
あ
る
。
①
『
延
喜
式
』
に
見
え
る
山
本
郡
副
川
神

社
を
「
す
け
か
わ
」
と
読
ん
で
、
神
岡
町
神
宮
寺
と
す
る
。
②
雄
勝
駅
か
ら
由
理
柵
に
向
か
う
路
線
上
の
駅
家
で
あ
る
と
す
る
。
③
鮭
川

と
い
う
河
川
名
か
ら
山
形
県
金
山
町
付
近
と
す
る
。
④
史
料
９
の
諸
駅
は
平
鹿
郡
建
郡
の
た
め
で
あ
る
と
捉
え
て
、
平
戈
駅
か
ら
分
岐
し

て
平
鹿
郡
家
に
向
か
う
途
中
の
増
田
町
八
木
と
す
る
。
⑤
同
様
に
八
木
と
考
え
る
が
、
雄
勝
駅
経
由
の
路
線
も
あ
っ
た
と
す
る
。
こ
れ
ら

の
諸
説
は
、
雄
勝
駅
か
ら
秋
田
城
に
向
か
う
ル
ー
ト
上
の
駅
家
と
み
る
説
（
①
・
②
）
と
、
雄
勝
郡
・
平
鹿
郡
な
ど
を
終
点
と
す
る
駅
路

の
駅
家
と
み
る
説
（
③
・
④
・
⑤
）
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
助
河
駅
に
つ
い
て
は
諸
説
入
り
乱
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
押
さ
え
る
べ
き
は
、
史
料
９
の
政
策
が
天
平
九
年
に
お
け
る
大
野

東
人
の
計
画
を
踏
襲
し
、
そ
の
完
成
を
企
図
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
玉
野
以
下
出
羽
国
内
の
六
駅
と
並
ん
で
、

陸
奥
国
嶺
基
等
の
駅
家
も
同
時
に
設
置
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
駅
家
は
、
多
賀
城
か
ら
雄
勝
地
域
を
経
由
し
て

第
二
次
出
羽
柵
（
秋
田
城
）
に
至
る
「
直
路
」
上
に
設
定
さ
れ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
、
③
以
下
の
諸
説
は
成
り
立

た
な
い
。
ま
た
、『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
二
（
八
七
八
）
年
七
月
十
日
癸
卯
条
に
「
助
川
村
」
が
見
え
、
助
河
駅
は
、
秋
田
郡
内
に
位
置

す
る
と
考
え
ら
れ
る
「
助
川
村
」
な
い
し
そ
の
近
辺
に
所
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
正
確
な
所
在
地
こ
そ
不
明
で
は

あ
る
が
、
助
河
駅
は
雄
勝
駅
か
ら
秋
田
城
に
向
か
う
路
線
上
の
駅
家
で
あ
り
、
秋
田
郡
内
に
位
置
し
た
可
能
性
が
高
い
。

史
料
９
の
最
後
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
嶺
基
駅
は
、
そ
の
駅
名
が
高
山
の
麓
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
奥
羽
山
脈
の
陸
奥
国

(
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(
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(
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(
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側
山
麓
に
位
置
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
奥
羽
山
脈
越
え
の
登
り
口
付
近
に
位
置
し
た
の
な
ら
ば
、
色
麻
駅
（
も
し
く
は
色
麻
柵
）
と
玉
野
駅

の
ほ
ぼ
中
間
に
な
り
、
駅
間
距
離
も
令
が
定
め
る
三
〇
里
（
約
一
六
km
）
に
ほ
ぼ
合
致
す
る
。

な
お
、
史
料
９
に
見
え
る
駅
名
は
以
上
で
あ
る
が
、
こ
の
と
き
に
他
の
駅
家
も
設
置
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
史
料
９

に
は
「
玉
野
…
、
并
陸
奥
国
嶺
基
等．
駅
家
」
と
あ
る
た
め
で
あ
る
。
特
に
多
賀
城
と
嶺
基
駅
の
間
に
位
置
す
る
黒
川
・
色
麻
両
駅
は
、
こ

の
と
き
、
あ
る
い
は
こ
れ
以
前
に
設
置
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
延
暦
年
間
に
お
け
る
陸
奥
国
の
駅
家
新
設
記
事
は
、
色

麻
駅
よ
り
も
北
に
位
置
す
る
駅
家
に
限
ら
れ
て
お
り
、
黒
川
・
色
麻
両
駅
に
つ
い
て
は
新
設
記
事
が
全
く
見
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
こ
の
両
駅
が
史
料
９
の
「
等
」
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
か
、
こ
の
天
平
宝
字
三
年
以
前
に
置
か
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。
同
様
に
、
避
翼
駅
と
出
羽
国
府
の
間
に
位
置
す
る
出
羽
国
佐
芸
駅
も
、
こ
の
頃
に
設
置
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

４
『
延
喜
式
』
に
見
え
る
出
羽
国
の
駅
家
配
置
に
つ
い
て

出
羽
国
に
お
け
る
『
延
喜
式
』
所
載
の
駅
家
の
位
置
、
特
に
佐
芸
・
白
谷
・
飽
海
に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
、
定
説
を
み
な
い
。
そ
の

原
因
は
、
(ｲ)
飽
海
郡
が
最
上
川
北
岸
に
位
置
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
飽
海
駅
が
秋
田
駅
の
一
つ
手
前
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
(ﾛ)
佐

芸
・
白
谷
駅
の
場
合
、
現
在
の
地
名
に
一
致
す
る
も
の
が
見
ら
れ
ず
、
お
お
よ
そ
の
位
置
さ
え
確
定
し
に
く
い
こ
と
、
の
二
点
に
あ
る
。

そ
し
て
飽
海
駅
に
つ
い
て
は
、
諸
説
い
ず
れ
も
『
延
喜
式
』
の
記
載
順
に
何
ら
か
の
誤
記
が
含
ま
れ
て
い
る
と
み
る
。
そ
し
て
従
来
か

ら
、
①
飽
海
郡
の
範
囲
を
考
慮
し
て
佐
芸
駅
と
遊
佐
駅
の
間
に
位
置
す
る
と
考
え
、
(A)
佐
芸
駅
―
国
府
―
飽
海
駅
―
遊
佐
駅
と
す
る
説
、

(B)
飽
海
郡
家
の
所
在
地
を
飽
海
郡
平
田
町
郡
山
に
比
定
し
、
飽
海
駅
家
も
同
地
に
所
在
し
た
と
す
る
説
（
佐
芸
駅
―
飽
海
駅
―
国
府
（
城

輪
柵
）
―
遊
佐
駅
と
な
る
）
が
存
在
し
た
。
誤
記
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
飽
海
駅
が
遅
れ
て
設
置
さ
れ
た
た
め
と
す
る
説
、
国
府
と
秋
田

城
の
間
に
位
置
し
た
た
め
と
す
る
説
、
飽
海
・
秋
田
両
駅
が
と
も
に
後
に
設
置
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
説
な
ど
が
あ
る
。

(

32)
(

33)

(

34)

(

35)

(

36)
(

37)



17 陸奥・出羽地域における古代駅路とその変遷

こ
れ
に
対
し
て
佐
芸
駅
と
白
谷
駅
の
問
題
も
含
め
、
②
船
が
配
置
さ
れ
て
い
る
野
後
・
避
翼
・
佐
芸
・
白
谷
の
四
駅
は
、
最
上
川
に
沿

っ
て
置
か
れ
た
一
連
の
駅
家
群
と
み
る
べ
き
こ
と
。
当
初
、
佐
芸
駅
―
白
谷
駅
か
ら
横
手
盆
地
を
経
由
し
て
飽
海
駅
―
秋
田
駅
と
秋
田
城

に
至
る
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
が
、
後
に
最
上
川
・
日
本
海
沿
岸
ル
ー
ト
の
遊
佐
駅
―
蚶
方
駅
―
由
理
駅
ル
ー
ト
が
開
か
れ
た
際
に
、
遊
佐
・

蚶
方
・
由
理
の
三
駅
を
、
佐
芸
駅
と
白
谷
駅
の
間
に
誤
っ
て
記
載
し
て
し
ま
っ
た
と
み
る
こ
と
。
以
上
の
二
点
か
ら
、
白
谷
駅
は
佐
芸
駅

の
次
に
、
飽
海
駅
は
秋
田
駅
の
一
つ
手
前
に
位
置
す
る
と
い
う
説
が
提
起
さ
れ
た
。
こ
の
説
で
は
、
当
時
の
飽
海
郡
は
後
の
由
理
郡
を
含

ん
で
い
る
か
ら
、
由
理
駅
と
秋
田
駅
の
間
に
飽
海
駅
が
位
置
し
た
と
し
て
も
問
題
は
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
佐
芸
駅
を
最
上
郡
戸
沢
村

古
口
付
近
、
白
谷
駅
を
立
川
町
清
川
付
近
に
比
定
し
て
い
る
。

ま
ず
飽
海
駅
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
①
(B)
説
が
最
も
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
郡
名
を
背
負
っ
た
駅
で
あ
り
、
郡
家
付
近
に
想
定

す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
由
理
駅
と
秋
田
駅
の
間
に
考
え
る
②
説
は
、
や
は
り
無
理
が
あ
る
。

一
方
、
船
が
配
置
さ
れ
る
野
後
・
避
翼
・
佐
芸
・
白
谷
の
四
駅
を
、
最
上
川
に
沿
っ
た
一
連
の
駅
家
と
み
る
②
説
は
合
理
性
が
高
い
と

考
え
ら
れ
る
。
従
来
は
、
白
谷
駅
を
由
理
駅
と
秋
田
駅
の
間
と
考
え
、
雄
物
川
流
域
に
比
定
し
て
き
た
。
し
か
し
、
前
後
の
駅
に
船
が
配

備
さ
れ
て
い
な
い
点
は
、
や
は
り
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
「
水
駅
な
ら
ざ
る
水
駅
」
論
で
解
釈
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
も
無
理
が
大

き
い
。

以
上
の
二
点
を
踏
ま
え
る
と
、
実
際
の
駅
家
配
置
は
、
最
上
―
村
山
―
野
後
―
避
翼
―
佐
芸
―
白
谷
―
飽
海
―
遊
佐
―
蚶
方
―
由
理
―

秋
田
と
い
う
順
番
に
な
る
。
ま
た
、
佐
芸
駅
と
白
谷
駅
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
②
説
に
従
っ
て
お
き
た
い
。

残
る
問
題
は
、『
延
喜
式
』
に
お
い
て
白
谷
・
飽
海
両
駅
が
、
な
ぜ
由
理
駅
と
秋
田
駅
の
間
に
記
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、『
延
喜
式
』
所
載
の
駅
家
が
駅
制
当
初
か
ら
揃
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
、
駅
路
や
駅
家
に
は
数
段
階
の
変
化
・
変
遷
が
あ
り

う
る
と
い
う
、
本
稿
の
視
角
か
ら
説
明
で
き
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
一
部
の
駅
が
遅
れ
て
設
置
さ
れ
た
と
み
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ

(
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し
従
来
か
ら
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
飽
海
駅
の
み
、
あ
る
い
は
飽
海
駅
と
秋
田
駅
だ
け
が
遅
れ
た
と
み
る
の
で
は
な
く
、『
延
喜
式
』
出

羽
国
駅
馬
条
の
最
後
に
記
さ
れ
る
白
谷
・
飽
海
・
秋
田
の
三
駅
全
て
が
、
そ
の
他
の
駅
に
比
べ
て
遅
れ
て
設
置
さ
れ
た
と
考
え
る
。
こ
う

考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
延
喜
式
』
の
記
載
順
が
無
理
な
く
理
解
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
一
部
の
駅
が
誤
っ
た
位
置
に
挿
入
・
記
載
さ
れ

た
の
で
は
な
く
、
他
の
駅
よ
り
も
設
置
が
遅
れ
た
た
め
に
、
こ
の
三
駅
が
リ
ス
ト
の
最
後
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
る
わ
け

で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、『
延
喜
式
』
に
見
え
る
諸
駅
は
い
つ
設
置
さ
れ
た
の
か
。
ま
ず
出
羽
国
府
と
秋
田
城
の
間
に
位
置
す
る
遊
佐
・
蚶
方
・
由
理

の
三
駅
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
秋
田
城
が
設
置
さ
れ
た
と
き
に
北
陸
道
の
駅
家
と
し
て
設
置
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

さ
ら
に
、
避
翼
駅
は
天
平
宝
字
三
（
七
五
九
）
年
に
設
置
さ
れ
（
史
料
９
）
、
佐
芸
駅
は
そ
の
前
後
に
置
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
最
上
・

村
山
・
野
後
の
三
駅
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
述
べ
る
よ
う
に
、
宝
亀
一
一
（
七
八
〇
）
年
三
月
の
伊
治
公
砦
麻
呂
の
乱
な
ど
に
よ
っ
て
「
直

路
」
ル
ー
ト
の
陸
奥
―
出
羽
間
駅
路
が
危
機
に
瀕
し
、
そ
の
結
果
付
け
替
え
ら
れ
た
出
羽
入
国
路
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
し
た
が
っ
て
、

八
世
紀
末
ま
で
に
は
設
置
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
付
け
替
え
の
結
果
、
『
延
喜
式
』
ル
ー
ト
の
原
型
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
こ
れ
ら
の
駅
家
は
、
入
国
路
の
変
更
と
い
う
出
羽
国
に
お
け
る
駅
路
の
大
幅
な
改
変
が
行
わ
れ
、『
延
喜
式
』
ル
ー
ト
の
原
型
が

形
作
ら
れ
た
八
世
紀
末
に
は
既
に
存
在
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
（
後
掲
図
10
）
。

こ
れ
ら
に
対
し
、
白
谷
・
飽
海
両
駅
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
両
駅
が
最
上
峡
の
出
口
か
ら
城
輪
柵
に
至
る
間
に
位
置
す
る

と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
両
駅
の
設
置
と
、
出
羽
国
府
が
出
羽
郡
井
口
の
城
輪
柵
に
移
転
し
た
こ
と
と
の
関
連
性
を
想
起
さ
せ

る
。
移
転
前
の
出
羽
国
府
が
最
上
川
以
南
に
所
在
し
た
と
し
た
ら
、
移
転
に
よ
っ
て
最
も
影
響
を
受
け
る
の
は
、
最
上
峡
の
出
口
か
ら
遊

佐
駅
ま
で
の
区
間
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
こ
の
両
駅
は
国
府
移
転
に
伴
っ
て
新
設
さ
れ
た
駅
家
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
し

て
、
出
羽
国
府
の
城
輪
柵
へ
の
移
転
は
弘
仁
六
（
八
一
五
）
年
～
一
〇
（
八
一
九
）
年
の
間
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
両
駅
の
設
置
は
弘
仁

(
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年
間
、
も
し
く
は
そ
れ
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
秋
田
駅
の
設
置
時
期
に
つ
い
て
は
、
考
察
の
材
料
に
乏
し
い
。
し
か
し
一
つ
だ
け
述
べ
て
お
き
た
い
の
は
、
奥
羽
地
域
に
お
け

る
最
北
の
城
柵
の
造
営
が
、
即
、
城
柵
付
属
駅
の
設
置
と
は
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。
陸
奥
国
の
場
合
、
延
暦
二
二
（
八
〇
三
）
年
に
志
波

城
が
、
弘
仁
三
（
八
一
二
）
年
に
徳
丹
城
が
造
営
さ
れ
た
も
の
の
、
最
後
ま
で
城
柵
付
属
駅
は
設
置
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
胆
沢
城
か

ら
「
一
百
六
十
二
里
」
も
離
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
駅
す
な
わ
ち
磐
基
駅
し
か
置
か
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
秋
田
駅

が
秋
田
城
造
営
と
同
時
に
置
か
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
そ
し
て
由
理
駅
と
秋
田
駅
・
秋
田
城
と
の
間
が
駅
制
の
原
則
＝
三
〇
里
よ
り

も
大
幅
に
離
れ
て
い
る
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
類
例
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
白
谷
・
飽
海
両
駅
と
同
様
に
、
秋
田
駅
の

設
置
が
九
世
紀
以
降
に
な
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
点
か
ら
筆
者
は
、
出
羽
国
に
お
け
る
『
延
喜
式
』
ル
ー
ト
の
駅
家
配
置
は
、
そ
の
記
載
順
と
は
異
な
り
、
最
上
―
村
山
―
野
後

―
避
翼
―
佐
芸
―
白
谷
―
飽
海
―
遊
佐
―
蚶
方
―
由
理
―
秋
田
と
い
う
順
番
で
あ
っ
た
こ
と
（
後
掲
図
13
・
14
）
。
そ
し
て
記
載
順
が
実

際
の
配
置
状
況
と
異
な
る
の
は
、
白
谷
・
飽
海
・
秋
田
諸
駅
が
『
延
喜
式
』
ル
ー
ト
の
原
型
が
形
成
さ
れ
た
後
、
お
そ
ら
く
は
九
世
紀
代

に
設
置
さ
れ
た
た
め
、
条
文
の
最
後
に
記
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

三
、
陸
奥
国
に
お
け
る
駅
路
の
延
伸

１
「
三
十
八
年
戦
争
」
と
交
通
路

神
護
景
雲
元
（
七
六
七
）
年
一
〇
月
、
伊
治
城
が
造
営
さ
れ
（
『
続
日
本
紀
』
神
護
景
雲
元
年
十
月
辛
卯
条
）
、
一
一
月
に
は
栗
原
郡
が

置
か
れ
る
（
同
年
十
一
月
己
巳
条
）
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
ひ
と
た
び
は
、
色
麻
駅
か
ら
玉
造
柵
（
古
川
市
大
崎
名
生
館
遺
跡
）
を
経
て
、

伊
治
城
に
至
る
道
路
が
建
設
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
律
令
国
家
の
北
進
、
す
な
わ
ち
版
図
拡
大
行
動
は
蝦
夷
側
の
反
発
を

20

惹
起
し
、
宝
亀
五
（
七
七
四
）
年
の
海
道
蝦
夷
に
よ
る
桃
生
城
攻
撃
（
同
宝
亀
五
年
七
月
壬
戌
条
）
を
契
機
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
三
十

八
年
戦
争
」
が
始
ま
る
。

な
か
で
も
栗
原
郡
方
面
の
経
営
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
た
の
は
、
宝
亀
一
一
（
七
八
〇
）
年
三
月
の
伊
治
公
砦
麻
呂
の
乱
で
あ
る
。
こ

の
乱
に
よ
っ
て
多
賀
城
が
焼
か
れ
る
な
ど
し
た
が
、
新
田
郡
・
玉
造
郡
以
南
の
領
有
は
か
ろ
う
じ
て
維
持
し
た
ら
し
い
。
同
年
一
二
月
一

〇
日
に
は
、「
鷲
座
・
楯
座
・
石
沢
・
大
菅
屋
・
柳
沢
等
の
五
道
」
に
防
衛
拠
点
を
設
け
た
こ
と
が
中
央
に
報
告
さ
れ
、「
出
羽
国
大
室
塞
」

も
同
様
に
防
御
せ
よ
と
の
勅
が
下
さ
れ
る
（
同
宝
亀
十
一
年
十
二
月
庚
子
条
）
。

鷲
座
な
ど
の
五
道
に
つ
い
て
は
、
玉
造
郡
栗
原
郡
の
地
と
す
る
説
や
、
宮
城
県
北
西
部
・
岩
手
県
南
西
部
か
ら
山
形
県
・
秋
田
県
東
南

部
に
抜
け
る
道
路
の
名
称
と
す
る
説
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
柳
沢
道
は
、
こ
れ
が
宮
城
県
宮
崎
町
柳
沢
方
面
に
向
か
う
道
と
い
う
意
味

で
あ
る
な
ら
ば
、
陸
奥
国
色
麻
駅
か
ら
出
羽
国
玉
野
駅
へ
の
道
路
に
該
当
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
出
羽
国
大
室
に
防
御
施
設
の

造
営
を
命
じ
た
勅
と
も
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
石
沢

い

さ

わ

道
が
胆
沢
へ
の
道
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
後
の
駅
路
、
す
な

わ
ち
玉
造
柵
か
ら
伊
治
城
を
経
由
し
て
胆
沢
の
地
に
到
る
交
通
路
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
と
、
柳
沢
道
の
防

塁
は
色
麻
柵
か
ら
出
羽
方
面
へ
、
石
沢
道
の
防
塁
は
玉
造
柵
か
ら
栗
原
郡
方
面
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
外
に
向
か
う
道
を
遮
断
・
防
衛
す
る
拠
点

と
し
て
設
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
比
定
地
不
明
の
鷲
座
・
楯
座
・
大
菅
屋
の
各
道
も
、
色
麻
柵
・
玉
造
柵
・
新
田
柵
・
桃
生
城
・
牡
鹿
柵
を
結
ぶ
ラ

イ
ン
か
ら
外
に
向
か
っ
て
伸
び
る
交
通
路
で
あ
り
、
こ
れ
ら
交
通
路
に
設
け
ら
れ
た
防
塁
群
は
、
全
体
と
し
て
「
黒
川
以
北
一
十
箇
郡
」

（
同
延
暦
八
年
八
月
己
亥
条
）
な
ど
を
死
守
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
（
図
１
）
。
色
麻
柵
・
新
田
柵
・
牡
鹿
柵
は
史

料
７
に
「
柵
」
と
見
え
る
も
の
の
、
こ
れ
は
、
こ
の
と
き
持
節
使
官
人
や
国
司
が
駐
在
し
た
た
め
一
時
的
に
城
柵
と
し
て
扱
わ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
実
際
に
は
城
柵
構
造
を
有
す
る
郡
家
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
郡
の
維
持
の
た
め
に
は
、
郡
家
そ
の
も
の
を
防

(
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色麻柵

玉造柵 新田柵

桃生城

伊治城

胆沢城

色麻駅

黒川駅

峯基駅玉野駅

玉造駅

栗原駅

磐井駅

白鳥駅

胆沢駅

宝亀11年の
防衛ライン

(推定)

栗原郡

磐井郡

胆沢郡

江刺郡

牡鹿柵

多賀城

御
施
設
と
し
た
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
り
、
そ
の
前
面
に
防
塁
群
を
展
開
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
史
料

７
に
見
え
る
諸
柵
の
う
ち
、
玉
造
柵
の
み
は
、
そ
の
後
も
「
多
賀
・
玉
作
等
城
」
（
同
宝
亀
十
一
年
十
月
己
未
条
）
・
「
玉
造
塞
」
（
同
延
暦

八
年
六
月
庚
辰
条
・
後
掲
史
料
10
）
な
ど
と
見
え
、
城
司
や
兵
士
が
駐
屯
す
る
最
前
線
に
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
、
柳
沢
道
の
防
塁
が
色
麻
柵
方
面
の
維
持
を
目
的
と
し
、
大
室
塞
が
出
羽
国
を
陸
奥
側
の
蝦
夷
か
ら
守
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た

と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
両
防
塁
間
、
す
な
わ
ち
色
麻
駅
と
玉
野
駅
と
の
間
の
駅
路
交
通
が
危
機
に
瀕
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
な
る
と
、

出
羽
国
と
陸
奥
国
、
ひ
い
て
は
出
羽
国
か
ら
陸
奥
以
南
、
平
城
京
に
至
る
駅
路
が
途
絶
し
か
ね
な
い
事
態
に
陥
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し

て
、
宮
城
県
柴
田
町
か
ら
山
形
市
へ
抜
け
る
と
い
う
『
延
喜
式
』
に
見
え
る

出
羽
入
国
路
へ
の
大
幅
な
駅
路
付
け
替
え
は
、
こ
の
危
機
に
際
し
て
行
わ
れ

た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
（
後
掲
図
10
）
。

２
胆
沢
城
・
志
波
城
の
造
営
と
駅
家
の
新
設

お
そ
ら
く
は
延
暦
一
三
（
七
九
四
）
年
の
軍
事
行
動
に
よ
っ
て
、
栗
原
郡

地
域
を
再
び
支
配
下
に
お
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
延
暦
一
五
（
七
九
六
）
年
一

一
月
、
伊
治
城
と
玉
造
塞
の
間
に
駅
が
設
置
さ
れ
る
（
史
料
10
・
後
掲
図
11
）
。

こ
の
駅
が
、『
延
喜
式
』
兵
部
省
諸
国
駅
伝
馬
条
に
見
え
る
玉
造
駅
（
史
料
６
）

に
該
当
す
る
蓋
然
性
は
高
い
。

（
史
料
10
）
『
日
本
後
紀
』
延
暦
十
五
年
十
一
月
己
丑
条
（
抄
出
）

図１ 多賀城以北の城柵と駅路

22

陸
奥
国
伊
治
城
、
玉
造
塞
、
相
去
ዝ�
五
里
。
中
間
置
ዝ�

駅
、
以
備
二

機
急
一

。

（
史
料
11
）
『
日
本
後
紀
』
延
暦
廿
三
年
五
月
癸
未
条

陸
奥
国
言
。
斯
波
城
與
二

膽
澤
郡
一

、
相
去
一
百
六
十
二
里
。
山
谷
嶮
□
、
往
還
多
ዝ�

艱
。
不
ዝ�

置
二

郵
駅
一

、
恐
闕
二

機
急
一

。
伏
請

准
二

小
路
例
一

、
置
二

一
駅
一

。
許
ዝ�

之
。

（
史
料
12
）
『
日
本
後
紀
』
延
暦
廿
三
年
十
一
月
戊
寅
条

陸
奥
国
栗
原
郡
、
新
置
二

三
駅
一

。

つ
い
で
延
暦
二
一
（
八
〇
二
）
年
に
胆
沢
城
が
、
翌
二
二
（
八
〇
三
）
年
に
は
志
波
城
が
造
営
さ
れ
る
。
こ
れ
と
前
後
し
て
最
北
の
志

波
城
ま
で
の
交
通
路
が
整
備
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
延
暦
二
三
（
八
〇
四
）
年
、
こ
の
路
線
上
に
相
次
い
で
駅
家
が
設
置
さ
れ
る
（
史
料
11
・

12
、
後
掲
図
12
）
。

ま
ず
、
五
月
に
胆
沢
郡
と
志
波
城
の
間
に
置
か
れ
た
「
一
駅
」（
史
料
11
）
は
、『
延
喜
式
』
兵
部
省
諸
国
駅
伝
馬
条
（
史
料
６
）
に
見

え
る
磐
基
駅
と
見
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
史
料
６
の
磐
基
駅
は
、
東
海
道
の
延
長
路
線
上
の
駅
家
で
あ
る
長
有
・
高
野
両
駅
を
除
く
と
、

胆
沢
駅
よ
り
も
後
に
記
さ
れ
る
唯
一
の
駅
で
あ
り
、
位
置
関
係
お
よ
び
駅
数
に
お
い
て
史
料
11
と
完
全
な
一
致
を
み
る
か
ら
で
あ
る
。
ち

な
み
に
、
岩
手
県
江
釣
子
村
の
新
平
遺
跡
を
同
駅
に
比
定
す
る
説
が
あ
る
。

問
題
は
、
同
年
一
一
月
に
、
栗
原
郡
に
設
け
ら
れ
た
「
三
駅
」
で
あ
る(

史
料
12
・
図
１)

。
『
延
喜
式
』
に
見
え
る
駅
家
の
う
ち
、
五

月
に
設
置
さ
れ
た
磐
基
駅
と
、
延
暦
一
五
年
ま
で
に
設
け
ら
れ
て
い
る
玉
造
駅
以
南
の
諸
駅
を
除
く
と
、
残
る
は
栗
原
・
磐
井
・
白
鳥
・

胆
沢
の
四
駅
と
な
る
。
こ
の
う
ち
胆
沢
駅
は
、
胆
沢
城
の
付
属
駅
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
胆
沢
城
造
営
に
関
連
し
て
置
か
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
除
外
さ
れ
る
。
と
す
る
と
、
残
る
栗
原
・
磐
井
・
白
鳥
の
三
つ
の
駅
家
が
、
史
料
12
の
「
三
駅
」
に
該
当
し
て
く
る
。
と
こ
ろ

(
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が
、『
和
名
類
聚
抄
』
郡
郷
部
と
比
較
し
た
場
合
、
磐
井
駅
は
磐
井
郡
磐
井
郷
に
、
白
鳥
駅
は
胆
沢
郡
白
馬
郷
（
白
鳥
郷
か
）
に
所
在
し
た

可
能
性
が
高
い
。
一
方
、
栗
原
郡
内
に
三
つ
の
駅
家
が
設
置
さ
れ
た
か
と
い
う
と
、
想
定
さ
れ
る
栗
原
郡
の
領
域
に
、
三
〇
里
（
約
一
六
km
）

ご
と
の
駅
間
距
離
と
さ
れ
る
駅
家
が
三
つ
も
置
か
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
こ
に
至
っ
て
考
察
は
行
き
詰
ま
り
、
史
料
12
の
「
三
駅
」

に
つ
い
て
は
、
「
究
明
す
る
端
緒
を
も
見
出
し
え
な
い
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
筆
者
は
、
史
料
12
の
「
三
駅
」
は
、
や
は
り
『
延
喜
式
』
の
栗
原
・
磐
井
・
白
鳥
各
駅
家
に
該
当
す
る
と
考
え
る
。
解
釈
の
ポ

イ
ン
ト
は
、
こ
の
頃
、
行
政
支
配
が
あ
る
程
度
確
立
さ
れ
た
既
存
の
郡
と
し
て
、
栗
原
郡
が
陸
奥
国
最
北
の
も
の
に
な
る
と
思
わ
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
近
年
、
延
暦
二
一
年
の
胆
沢
城
造
営
後
、
ほ
ど
な
く
し
て
胆
沢
三
郡
（
磐
井
・
江
刺
・
胆
沢
）
が
置
か
れ
た
と
い
う
指
摘
が

な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
、
史
料
11
が
膽
澤
郡
（
胆
沢
郡
）
の
初
見
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
磐
井
郡
の
初
見
は
『
延
喜
式
』
、

江
刺
郡
の
場
合
で
も
承
和
八
（
八
四
一
）
年
（
『
続
日
本
後
紀
』
承
和
八
年
三
月
癸
酉
条
）
に
な
る
こ
と
か
ら
、
磐
井
・
江
刺
両
郡
が
、
胆

沢
郡
と
同
時
に
立
郡
さ
れ
た
と
は
必
ず
し
も
言
い
切
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
胆
沢
城
造
営
直
後
の
時
期
で
も
あ
り
、
こ
の
両
郡
の
立
郡
は
胆

沢
郡
よ
り
も
若
干
遅
れ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
胆
沢
郡
に
お
け
る
行
政
支
配
の
整
備
も
、
柵
戸
等
の
人
的
編
成
か
ら
着
手
さ
れ
た

は
ず
で
あ
り
、
当
初
の
領
域
的
な
支
配
は
胆
沢
城
周
辺
に
と
ど
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、『
和
名
類
聚
抄
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

完
備
さ
れ
た
行
政
領
域
の
設
定
は
、
胆
沢
郡
の
立
郡
記
事
よ
り
も
遅
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
延
暦
二
三
年
当

時
の
栗
原
郡
と
胆
沢
城
の
間
に
は
、
行
政
上
ど
の
郡
に
帰
属
す
る
か
決
定
さ
れ
て
い
な
い
地
域
が
、
広
範
囲
に
残
存
し
て
い
た
こ
と
が
想

定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
土
地
に
駅
家
を
設
置
し
よ
う
と
し
た
史
料
12
の
ケ
ー
ス
で
は
、
行
政
文
書
上
、
既
存
の
郡
の
う
ち
最

北
に
位
置
し
て
い
た
栗
原
郡
を
も
っ
て
、
そ
の
地
域
を
表
現
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
筆
者
は
、
史
料
12
の

「
栗
原
郡
」
に
は
、
後
に
磐
井
・
胆
沢
郡
な
ど
に
帰
属
す
る
地
域
が
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
史
料
に
見
え
る
「
三
駅
」

は
『
延
喜
式
』
の
栗
原
・
磐
井
・
白
鳥
の
各
駅
家
に
、
ま
さ
に
相
当
す
る
と
解
釈
し
た
い
。

(

46)

(

47)
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む
す
び
に
か
え
て
―
奥
羽
地
域
に
お
け
る
駅
路
の
変
遷
―

以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
て
、
最
後
に
陸
奥
・
出
羽
両
国
の
駅
路
路
線
の
変
遷
過
程
を
整
理
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

Ⅰ
期
―
天
武
朝
～
和
銅
元
（
708
）
年
―
〔
図
２
〕

駅
路
は
天
武
朝
頃
に
は
確
実
に
存
在
し
、
駅
制
は
飛
鳥
浄
御
原
令
で
成
立
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
八
世
紀
第
１
四
半
期
の
陸

奥
国
府
は
仙
台
郡
山
遺
跡
に
比
定
さ
れ
る
の
で
、
東
山
道
お
よ
び
東
海
道
駅
路
は
、
こ
の
第
一
次
陸
奥
国
府
ま
で
設
定
さ
れ
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
延
喜
式
』
に
見
え
る
名
取
駅
以
南
の
駅
家
は
、
駅
制
施
行
の
当
初
か
ら
設
置
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
強
い
。

Ⅱ
期
―
和
銅
元
（
708
）
年
～
天
平
５
（
733
）
年
―

Ⅱ
期
は
、
ａ
・
ｂ
・
ｃ
の
三
つ
の
小
画
期
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ａ
期
―
和
銅
元
（
708
）
年
～
和
銅
５
（
712
）
年
―
〔
図
３
〕

和
銅
元
年
に
越
後
国
出
羽
郡
が
建
郡
さ
れ
、
ほ
ぼ
同
時
に
、
出
羽
柵
が
庄
内
平
野
に
設
け
ら
れ
た
。
し
た
が
っ
て
当
初
の
出
羽
地
域
は
、

越
後
国
出
羽
郡
と
し
て
編
成
さ
れ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
段
階
に
お
い
て
、
北
陸
道
駅
路
は
庄
内
の
出
羽
柵
ま
で
延
伸
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
後
に
秋
田
城(

第
二
次

出
羽
柵)

が
東
山
道
本
道
の
終
点
に
、
陸
奥
国
で
も
志
波
城
・
徳
丹
城
が
駅
路
の
終
点
に
な
る
こ
と
か
ら
、
奥
羽
地
域
で
は
城
司
制
が
敷
か

れ
た
最
北
の
城
柵
ま
で
駅
路
が
設
定
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
越
後
国
か
ら
出
羽
柵
ま
で
の
駅
数
お
よ
び
駅
名
は
不
明
で
あ
る
が
、
史
料
１
の
出
土
か
ら
、
鶴
岡
市
山
田
遺
跡
付
近
に
一
駅
が

存
在
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
史
料
１
は
九
世
紀
代
の
木
簡
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
駅
家
が
置
か
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
北
陸
道
駅
路
の
段
階

か
ら
存
在
し
た
可
能
性
が
高
い
。



25 陸奥・出羽地域における古代駅路とその変遷

第１次陸奥国府
(郡山遺跡)

東

海

道

東

山

道

第１次出羽柵

陸奥国府

山田遺跡

東

海

道

東

山

道

ｂ
期
―
和
銅
５
（
712
）
～
神
亀
元
（
724
）
年
―
〔
図
４
〕

和
銅
五
年
、
越
後
国
出
羽
郡
を
分
離
し
、
陸
奥
国
最
上
郡
・
置

賜
郡
を
編
入
す
る
形
で
出
羽
国
が
成
立
す
る
。
従
来
、
出
羽
国
は

成
立
当
初
か
ら
東
山
道
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
当
初

の
出
羽
国
は
北
陸
道
に
所
属
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

国
名
列
記
の
中
で
越
前
国
の
次
に
出
羽
国
を
記
す
例
（
史
料
２
）
、

坂
東
を
「
九
国
」
と
カ
ウ
ン
ト
す
る
例
（
史
料
３
）
、
出
羽
国
の
貢

馬
が
越
前
国
を
通
過
し
た
例
（
史
料
４
）
、
「
北
辺
」
を
出
羽
国
と

す
る
例
（
史
料
５
）
、
な
ど
か
ら
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
出
羽
国
府
に
至
る
駅
路
も
、
こ
の
段
階
で
は
越
後
国
か
ら

の
路
線
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
史
料
５
の
成
立
は
天

平
一
〇
（
七
三
八
）
年
頃
と
さ
れ
る
の
で
、
出
羽
国
は
、
そ
の
頃

ま
で
北
陸
道
に
所
属
し
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

ｃ
期
―
神
亀
元
（
724
）
年
～
天
平
５
（
733
）
年
―
〔
図
５
〕

神
亀
元
年
、
多
賀
城
が
造
営
さ
れ
、
陸
奥
国
府
が
移
さ
れ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
陸
奥
国
の
駅
路
が
若
干
で
あ
る
が
延
長
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
多
賀
城
付
近
に
想
定
さ
れ

る
栖
屋
駅
は
、
こ
の
頃
に
設
け
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

図 3 奥羽・Ⅱa期駅路－和銅元(708)年～和銅

５(712)年－（陸奥国府以南の駅家は省略）

図 2 奥羽・Ⅰ期駅路－天武朝～和銅元(708)

年－（陸奥国府以南の駅家は省略）
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陸奥国府

東

海

道

東

山

道

第１次出羽国府
(出羽柵)

第２次陸奥国府

東

海

道

東

山

道

出羽国府

(多賀城)

Ⅲ
期
―
天
平
５
（
733
）
年
～
天
平
９
（
737
）
年
―
〔
図
６
〕

天
平
五
年
一
二
月
二
六
日
、
出
羽
柵
が
秋
田
高
清
水
岡
に
遷
置

さ
れ
る
。
通
説
で
は
、
こ
の
第
二
次
出
羽
柵
に
国
府
も
移
転
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
最
新
の
研
究
成
果
に
よ
る
と
、
出
羽

国
府
は
一
貫
し
て
出
羽
郡
に
あ
り
、
こ
の
と
き
国
府
は
移
転
さ
れ

な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
駅
路
に
つ
い
て
は
、
最
北
の

城
柵
ま
で
設
定
さ
れ
る
の
が
原
則
と
思
わ
れ
る
の
で
、
北
陸
道
駅

路
も
秋
田
の
第
二
次
出
羽
柵
ま
で
延
長
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
『
延
喜
式
』
（
史
料
６
）
に
見
え
、
出
羽
国
府
と
秋
田
城

の
間
に
位
置
す
る
と
考
え
ら
れ
る
遊
佐
・
蚶
方
・
由
理
各
駅
は
、

こ
の
と
き
に
設
置
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。

Ⅳ
期
―
天
平
９
（
737
）
年
～
天
平
11
（
739
）
年
―
〔
図
７
〕

天
平
九
年
、
陸
奥
出
羽
按
察
使
の
大
野
東
人
が
、
陸
奥
国
府
を

発
し
雄
勝
地
域
を
経
て
出
羽
柵
に
至
る
「
直
路
」
の
建
設
を
企
図

し
、
実
行
に
移
す
。
こ
の
と
き
は
、
雄
勝
村
（
横
手
盆
地
）
に
進

撃
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
出
羽
柵
を
目
的
地
と
し
た
道
路
建
設
は

中
途
に
終
わ
っ
た
。
し
か
し
、
東
人
自
身
の
手
に
よ
り
、
奥
羽
山

脈
を
横
断
し
、
色
麻
柵
か
ら
出
羽
国
大
室
駅
を
経
て
比
羅
保
許
山

図 5 奥羽・Ⅱc期駅路－神亀元(724)年～天平

５(733)年－（陸奥国府以南の駅家は省略）

図 4 奥羽・Ⅱb期駅路－和銅５(712)年～神亀

元(724)年－（陸奥国府以南の駅家は省略）



27 陸奥・出羽地域における古代駅路とその変遷

陸奥国府

東

海

道

東

山

道

出羽国府

第２次出羽柵
(秋田城)

由理駅

蚶方駅

遊佐駅

陸奥国府

東

海

道

東

山

道

出羽国府

第２次出羽柵
(秋田城)

由理駅

蚶方駅

遊佐駅

大室駅 色麻柵

比羅保許山

に
至
る
「
新
道
」
が
建
設
さ
れ
る
。
一
方
こ
の
と
き
、
出
羽
国
守

が
大
室
駅
で
東
人
ら
に
合
流
し
て
い
る
の
で
、
出
羽
国
府
―
大
室

駅
間
の
道
路
は
既
に
存
在
し
た
か
、
こ
の
と
き
出
羽
国
が
整
備
し

た
と
み
ら
れ
る
（
史
料
７
）
。

こ
の
一
連
の
事
業
に
よ
っ
て
陸
奥
国
府
―
出
羽
国
府
間
の
道

路
が
整
備
さ
れ
、
ま
た
大
室
駅
の
存
在
か
ら
、
こ
れ
が
駅
路
と
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
開
通
当
初
の
陸
奥
国
府
―

出
羽
国
府
路
線
の
制
度
的
位
置
付
け
は
、
東
山
道
・
北
陸
道
連
絡

駅
路
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

Ⅴ
期
―
天
平
11
（
739
）
年
～
天
平
宝
字
３
（
759
）
年
―
〔
図
８
〕

天
平
一
〇
年
頃
～
天
平
一
一
年
五
月
二
五
日
の
間
に
、
出
羽
国

は
東
山
道
に
転
属
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
天
平
一
一

年
五
月
二
五
日
付
の
符
に
「
陸
奥
・
出
羽
・
越
後
」
と
い
う
順
番

で
国
名
が
記
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
史
料
８
）
。

ま
た
、
こ
れ
に
伴
っ
て
越
後
国
府
―
出
羽
国
府
間
の
駅
路
は
、

北
陸
道
の
延
長
支
路
な
い
し
東
山
道
・
北
陸
道
連
絡
駅
路
と
い
う

位
置
づ
け
に
変
更
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
駅
路
は
、『
延
喜

式
』
兵
部
省
諸
国
駅
伝
馬
条
に
見
え
な
い
一
方
、
鶴
岡
市
山
田
遺

図 7 奥羽・Ⅳ期駅路－天平９(737)年～天平

11(739)年－（陸奥国府以南の駅家は省略）

図 6 奥羽・Ⅲ期駅路－天平５(733)年～天平

９(737)年－（陸奥国府以南の駅家は省略）
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陸奥国府

東

海

道

東

山

道

出羽国府

出羽柵

由理駅

蚶方駅

遊佐駅

大室駅 色麻柵

比羅保許山

跡
の
「
駅
子
」
と
記
す
木
簡
が
九
世
紀
代
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
九
世
紀
代
の
い
ず
れ
か
の
時
点
ま
で
供
用
さ
れ
た
と
み
ら
れ

る
。Ⅵ

期
―
天
平
宝
字
３
（
759
）
年
～
宝
亀
11
（
780
）
年
―
〔
図
９
〕

天
平
宝
字
三
年
、
横
手
盆
地
に
第
一
次
雄
勝
城
が
設
置
さ
れ
、

こ
れ
を
経
由
し
て
陸
奥
国
府
と
出
羽
柵
を
直
結
す
る
駅
路
が
開
通

す
る
（
史
料
９
）
。
同
時
に
第
二
次
出
羽
柵
は
秋
田
城
と
改
称
さ
れ
、

ま
た
庄
内
の
出
羽
国
府
か
ら
秋
田
城
に
至
る
路
線
は
、
「
秋
田
之

道
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
（
『
続
日
本
紀
』
宝
亀
十
一
年
八
月

乙
卯
条
）
。

こ
の
と
き
設
置
さ
れ
た
玉
野(

元
大
室
駅)

・
避
翼
・
平
戈
・
横
河
・
雄
勝
・
助
河
・
陸
奥
国
嶺
基
駅
に
つ
い
て
は
、
雄
勝
郡
家
・
平
鹿

郡
家
な
ど
、
横
手
盆
地
に
至
る
た
め
の
駅
制
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
連
の
事
業
は
、
天
平
年
間
に
お
け
る
大
野
東

人
の
計
画
を
継
承
し
、
そ
れ
を
完
成
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
助
河
駅
が
雄
勝
城
と
秋
田
城
と
の
間
に
位

置
す
る
秋
田
郡
「
助
川
村
」
（
『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
二
年
七
月
十
日
癸
卯
条
）
に
設
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
駅
路

は
秋
田
城
ま
で
到
達
し
て
い
た
と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

ま
た
こ
の
と
き
、
あ
る
い
は
こ
の
前
後
に
、
史
料
９
に
見
え
る
玉
野
以
下
の
駅
家
の
ほ
か
、
陸
奥
国
府
と
嶺
基
駅
と
の
間
に
位
置
す
る

色
麻
・
黒
川
駅
、
出
羽
国
府
と
避
翼
駅
の
間
に
位
置
す
る
佐
芸
駅
な
ど
も
設
け
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

Ⅶ
期
―
宝
亀
11
（
780
）
年
～
延
暦
15
（
796
）
年
―
〔
図
10
〕 図 8 奥羽・Ⅴ期駅路－天平 11(739)年～天平

宝字３(759)年－（陸奥国府以南の駅家は省略）



29 陸奥・出羽地域における古代駅路とその変遷

陸奥国府

東

海

道

東

山

道

出羽国府

由理駅

蚶方駅

遊佐駅

秋田城

玉野駅

平戈駅

横河駅

雄勝駅

第１次雄勝城

助河駅

色麻駅

黒川駅
嶺
基
駅

避
翼
駅

佐
芸
駅

東

海

道

東

山

道

出羽国府

由理駅

蚶方駅

遊佐駅

秋田城

平戈駅

横河駅

雄勝駅

雄勝城

助河駅

避
翼
駅

佐
芸
駅

陸奥国府

色麻駅

黒川駅

野後駅

村山駅

最上駅

小野駅
玉前駅

栖屋駅

名取駅

柴
田
駅

宝
亀
一
一
（
七
八
〇
）
年
三
月
の
伊
治
公
砦
麻
呂
の
乱
を
契
機

に
、
陸
奥
―
出
羽
間
の
「
直
路
」
ル
ー
ト
が
危
機
に
瀕
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。
同
年
一
二
月
、「
黒
川
以
北
一
十
箇
郡
」
お
よ
び
出
羽

国
を
死
守
す
る
た
め
の
防
塁
群
が
設
け
ら
れ
た
も
の
の
、
嶺
基
駅

一
帯
が
こ
の
防
衛
ラ
イ
ン
か
ら
取
り
残
さ
れ
る
形
に
な
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
陸
奥
国
と
出
羽
国
、
ひ
い
て
は
出
羽
国
か

ら
陸
奥
以
南
、
平
城
京
に
至
る
駅
路
が
途
絶
し
か
ね
な
い
事
態
に

陥
っ
た
。
こ
の
危
機
に
際
し
て
出
羽
入
国
駅
路
と
し
て
採
用
さ
れ

た
の
が
、『
延
喜
式
』
に
見
え
る
宮
城
県
柴
田
町
か
ら
山
形
市
へ
抜

け
る
ル
ー
ト
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
陸
奥
国
小

野
駅
、
出
羽
国
最
上
・
村
山
・
野
後
駅
は
、
こ
の
と
き
新
設
さ
れ

こ
と
に
な
ろ
う
。

Ⅷ
期
―
延
暦
15
（
796
）
年
～
弘
仁
２
（
811
）
年
―

Ⅷ
期
は
、
陸
奥
国
側
で
の
駅
路
の
北
進
が
行
わ
れ
る
時
期
で
あ

り
、
ａ
・
ｂ
の
二
つ
の
小
画
期
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ａ
期
―
延
暦
15
（
796
）
年
～
延
暦
23
（
804
）
年
―
〔
図
11
〕

神
護
景
雲
元
（
七
六
七
）
年
の
伊
治
城
築
城
開
始
を
契
機
に
、

陸
奥
側
で
道
路
の
延
伸
が
始
ま
る
。
し
か
し
こ
の
事
業
は
、
い
わ

図 10 奥羽・Ⅶ期駅路－宝亀 11(780)年～延

暦 15(796)年－（柴田駅より南の駅家は省略）

図 9 奥羽・Ⅵ期駅路－天平宝字３(759)年～

宝亀 11(780)年－（陸奥国府以南の駅家は省略）
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横河駅

雄勝駅

雄勝城

助河駅

避
翼
駅

佐
芸
駅

陸奥国府

色麻駅

黒川駅

野後駅

村山駅

最上駅

小野駅
玉前駅

栖屋駅

名取駅

柴
田
駅

伊治城

玉造駅

ゆ
る
「
三
十
八
年
戦
争
」
に
よ
り
後
退
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
延
暦

一
三
（
七
九
四
）
年
頃
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
栗
原
郡
一
帯
は
律

令
国
家
の
版
図
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、

延
暦
一
五
年
、
伊
治
城
と
玉
造
塞
と
の
間
に
駅
家
が
設
置
さ
れ
る

（
史
料
10
）
。
こ
の
駅
家
は
、『
延
喜
式
』
に
見
え
る
玉
造
駅
と
み

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
こ
の
一
つ
南
の
色
麻
駅
が
陸
奥
国

と
出
羽
国
府
を
結
ぶ
駅
路
も
担
当
し
て
お
り
、
天
平
宝
字
三
年
頃

に
は
設
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

ｂ
期
―
延
暦
23
（
804
）
年
～
弘
仁
２
（
811
）
年
―
〔
図
12
〕

延
暦
二
一
（
八
〇
二
）
年
、
陸
奥
国
で
胆
沢
城
が
造
営
さ
れ
、
出
羽
国
で
は
雄
勝
城
が
払
田
柵
に
移
さ
れ
る
。
翌
二
二
（
八
〇
三
）
年

に
は
志
波
城
も
造
営
さ
れ
、
陸
奥
国
の
領
域
は
一
挙
に
盛
岡
市
付
近
に
ま
で
北
上
す
る
。
こ
れ
を
承
け
て
陸
奥
国
の
駅
路
も
延
長
さ
れ
、

延
暦
二
三
年
五
月
、
胆
沢
城
―
志
波
城
間
に
一
駅
が
設
け
ら
れ
る
（
史
料
11
）
。
こ
の
駅
家
は
、
駅
数
と
位
置
関
係
が
一
致
す
る
こ
と
か

ら
、
『
延
喜
式
』
に
見
え
る
磐
基
駅
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

同
年
一
一
月
、
栗
原
郡
に
三
駅
が
設
置
さ
れ
る
（
史
料
12
）
。
こ
の
三
駅
に
つ
い
て
は
種
々
の
問
題
が
あ
る
が
、『
延
喜
式
』
に
見
え
る

栗
原
・
磐
井
・
白
鳥
の
三
駅
と
み
て
よ
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
胆
沢
三
郡
（
磐
井
・
江
刺
・
胆
沢
）
の
行
政
領
域
が
確
立
さ
れ
た
後
に

は
、
磐
井
駅
は
磐
井
郡
に
、
白
鳥
駅
は
胆
沢
郡
に
属
す
と
み
て
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
延
暦
二
三
年
当
時
、
栗
原
郡
と
胆
沢
城
の
間

に
は
帰
属
が
確
定
さ
れ
て
い
な
い
領
域
が
残
存
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
、
そ
こ
に
駅
家
を
設
置
し
よ
う
と
し
た
際
に
、
既
存
の
郡
の
う

ち
最
北
に
位
置
し
て
い
た
栗
原
郡
を
も
っ
て
表
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

図 11 奥羽・Ⅷa 期駅路－延暦 15(796)年～延

暦 23(804)年－（柴田駅より南の駅家は省略）
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蚶方駅

遊佐駅

秋田城

平戈駅

横河駅

雄勝駅

避
翼
駅

佐
芸
駅

陸奥国府

色麻駅

黒川駅

野後駅

村山駅

最上駅

小野駅
玉前駅

栖屋駅

名取駅

柴
田
駅

玉造駅

第２次雄勝城
(払田柵)

[延暦21年～]

志波城[延暦22年～]

胆沢城

磐基駅

白鳥駅
磐井駅

栗原駅

胆沢駅

助
河
駅

[延暦21年～]

な
お
、『
延
喜
式
』
所
載
の
陸
奥
国
の
駅
家
の
う
ち
、
残
る
胆
沢
駅
は
、
胆
沢
城
に
併
置
さ
れ
た
駅
家
と
考
え
ら
れ
、
胆
沢
城
設
置
と
ほ

ぼ
同
時
に
置
か
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

Ⅸ
期
―
弘
仁
２
（
811
）
年
～
？
（
９
世
紀
代
）
―
〔
図
13
〕

弘
仁
二
年
、
陸
奥
国
に
お
け
る
東
海
道
駅
路
上
の
駅
家
一
〇
駅
が
廃
止
さ
れ
、
長
有
・
高
野
の
二
駅
が
置
か
れ
る
（
『
日
本
後
紀
』
弘
仁

二
年
四
月
乙
酉
条
）
。
翌
三
年
に
は
、
こ
れ
に
対
応
し
て
、
常
陸
国
側
の
駅
路
が
付
け
替
え
ら
れ
る
（
同
弘
仁
三
年
十
月
癸
丑
条
）
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、
東
海
道
の
陸
奥
入
国
路
は
沿
海
部
ル
ー
ト
か
ら
内
陸
部
ル
ー
ト
に
変
更
さ
れ
、
陸
奥
入
国
後
、
最
短
距
離
で
東
山
道
に
合
流

す
る
形
態
と
な
っ
た
。

ま
た
、
こ
の
頃(

弘
仁
年
間)

、
出
羽
国
府
が
城
輪
柵
に
移
転
す
る
。
こ
れ
に
伴
っ
て
、
庄
内
平
野
の
内
部
で
路
線
の
微
調
整
が
行
わ
れ
、

出
羽
国
白
谷
・
飽
海
駅
は
、
こ
の
路
線
の
変
更
に
伴
っ
て
新
設
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅹ
期
―
『
延
喜
式
』
―
〔
図
14
〕

Ⅹ
期
は
、『
延
喜
式
』
兵
部
省
諸
国
駅
伝
馬
条
に
見
え
る
路
線
で

あ
る
。
九
世
紀
代
、
特
に
そ
の
前
半
代
に
は
、
全
国
的
な
駅
路
の

再
編
成
が
行
わ
れ
、『
延
喜
式
』
は
、
そ
の
再
編
成
後
の
状
況
を
記

載
す
る
。
こ
の
点
か
ら
、
お
お
よ
そ
九
世
紀
後
半
か
ら
一
〇
世
紀

初
め
頃
の
状
況
を
示
す
と
思
わ
れ
る
。

陸
奥
・
出
羽
両
国
の
駅
路
に
関
し
て
大
き
く
変
化
し
た
の
は
、

越
後
―
出
羽
間
の
駅
路
と
、
避
翼
駅
か
ら
北
上
し
雄
勝
地
域
を
抜

け
て
秋
田
城
に
至
る
「
直
路
」
ル
ー
ト
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
で
あ

図 12 奥羽・Ⅷb期駅路－延暦 23(804)年～弘

仁２(811)年－（柴田駅より南の駅家は省略）
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徳丹城[弘仁３年～]

(城輪柵)

山
田
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飽海駅

白
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駅

東
海
道

東

山

道

出羽国府

由理駅(12)

蚶方駅(12)

遊佐駅(10)

秋田城
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色麻駅(5)

黒川駅(5)
野後駅(10)

村山駅(10)

最上駅(15)

小野駅(10)
玉前駅(5)

栖屋駅(5)

名取駅(5)

柴
田
駅(

)

玉造駅(5)

雄勝城

胆沢城 磐基駅(5)

白鳥駅(5)
磐井駅(5)

栗原駅(5)

胆沢駅(5)

徳丹城
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10

避翼駅(12)

佐芸(馬4,船10)
白谷駅(7)

秋田駅(10)

る
。
こ
の
結
果
、
出
羽
国
の
駅
路
は
完
全
に
一
本
化
さ
れ
た
。

こ
の
『
延
喜
式
』
の
東
山
道
駅
路
に
つ
い
て
注
意
を
要
す
る
の

は
、
駅
馬
の
配
置
状
況
か
ら
、
出
羽
方
面
へ
の
駅
路
が
東
山
道
の

主
道
と
さ
れ
、
そ
の
終
点
は
秋
田
城
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
点
で

あ
る
。
出
羽
国
の
駅
馬
数
は
、
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
な
も
の
も
あ
る
が
、

基
本
的
に
一
〇
匹
前
後
の
駅
馬
配
置
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
、
陸
奥
側
は
全
て
五
匹
と
な
る
。
こ
の
点
か
ら
東
山
道
本
道
は
、

陸
奥
国
柴
田
駅
か
ら
小
野
駅
を
経
て
出
羽
国
に
入
り
、
出
羽
国
最

上
駅
か
ら
秋
田
城
に
至
る
路
線
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み

に
、
東
山
道
本
道
は
陸
奥
国
小
野
駅
を
経
由
し
て
多
賀
城
に
至
る

路
線
で
あ
る
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
成
り
立
た
な
い
。
こ

の
説
は
小
野
駅
の
駅
馬
が
一
〇
匹
で
あ
る
こ
と
か
ら
導
き
出
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
出
羽
国
側
の
駅
馬
数
を
考
慮
し
て
い
な
い
う

え
、
こ
れ
で
は
玉
前
・
名
取
両
駅
を
経
て
多
賀
城
に
向
か
う
路
線

が
意
味
を
持
た
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
出
羽
国
側
が
東
山
道
本
道
と
考
え
ら
れ
る
一
方
、

陸
奥
出
羽
按
察
使
が
駐
在
す
る
な
ど
、
奥
羽
状
勢
を
主
導
し
た
の

は
明
ら
か
に
陸
奥
側
と
い
え
る
。
端
的
に
言
え
ば
、
奥
羽
両
国
の

図 14 奥羽・Ⅹ期駅路 －『延喜式』－

(数字は駅馬数。また、柴田駅より南の駅家は省略)

図 13 奥羽・Ⅸ期駅路－弘仁２(811)年～？－

（柴田駅より南の駅家は省略）

(
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49)
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中
で
の
最
重
要
拠
点
は
多
賀
城
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
多
賀
城
へ
向
か
う
駅
路
が
支
路
と
さ

れ
た
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
Ⅴ
～
Ⅵ
期
に
お
い
て
、
東
山
道
の
終
点
が
出
羽
国
秋
田
城
に
な
っ
て
い
た
伝
統
を
受
け
継
い
だ
か
ら
で

あ
ろ
う
と
推
測
す
る
。
秋
田
城
に
至
る
路
線
こ
そ
が
東
山
道
の
本
道
で
あ
る
と
い
う
伝
統
が
、
こ
の
よ
う
な
一
見
奇
妙
な
駅
馬
配
置
に
反

映
さ
れ
て
い
る
と
み
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
多
賀
城
を
経
由
す
る
駅
路
が
、
支
道
と
さ
れ
た
説
明
が
つ
か
な
い
。
ま
た
、

出
羽
入
国
路
付
け
替
え
の
契
機
と
な
っ
た
伊
治
公
砦
麻
呂
の
乱
に
よ
る
混
乱
も
、
駅
馬
配
置
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
余
裕
を
与
え
ず
、
前

例
主
義
に
拍
車
を
か
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

同
時
に
こ
の
点
は
、『
延
喜
式
』
に
見
え
る
陸
奥
国
府
以
前
に
分
岐
す
る
路
線
形
態
が
、
比
較
的
新
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
示
し
て
い

る
。
多
賀
城
以
前
に
分
岐
す
る
駅
路
体
系
が
当
初
か
ら
存
在
し
た
と
し
た
ら
、
そ
の
段
階
で
陸
奥
側
の
駅
路
が
本
道
と
位
置
づ
け
ら
れ
、

『
延
喜
式
』
の
駅
家
配
置
に
踏
襲
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
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註（
１
）
山
田
安
彦
「
陸
奥
国
」
（
藤
岡
謙
二
郎
編
『
古
代
日
本
の
交
通

路
』
Ⅱ
、
大
明
堂
、
一
九
七
八
年
）
。
同
「
出
羽
国
」（
藤
岡
謙
二

郎
編
『
古
代
日
本
の
交
通
路
』
Ⅱ
、
大
明
堂
、
一
九
七
八
年
）
。

（
２
）
中
村
太
一
『
日
本
古
代
国
家
と
計
画
道
路
』
吉
川
弘
文
館
、
一

九
九
六
年
、
な
ど
。

（
３
）
坂
本
太
郎
「
上
代
駅
制
の
研
究
」
（
坂
本
太
郎
著
作
集
第
八
巻

『
古
代
の
駅
と
道
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
、
所
収
）

（
４
）
初
期
国
府
に
つ
い
て
は
、
田
川
郡
藤
島
町
平
形
説
（
阿
部
正
巳

「
出
羽
国
分
寺
」『
国
分
寺
の
研
究
』
上
、
一
九
三
八
年
）
、
同
じ

藤
島
町
の
古
郡
や
藤
島
と
す
る
説
（
『
国
立
歴
史
民
族
博
物
館
研

究
報
告
』
一
〇
に
よ
る
）
、
鶴
岡
市
大
山
説
（
木
下
良
氏
の
ご
教

示
に
よ
る
）
な
ど
が
あ
り
、
そ
の
位
置
は
明
確
で
は
な
い
が
、
本

稿
で
は
仮
に
藤
島
町
付
近
に
所
在
し
た
と
み
て
論
を
進
め
る
。

（
５
）
須
賀
井
新
人
「
山
形
・
山
田
遺
跡
」『
木
簡
研
究
』
第
二
二
号
、

二
〇
〇
〇
年
。

（
６
）
こ
の
木
簡
は
、
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
前
半
ま
で
と
考
え
ら
れ

る
中
層
と
９
世
紀
後
半
代
と
考
え
ら
れ
る
上
層
の
境
界
か
ら
出

土
。
前
掲
註
（
５
）
。

（
７
）
木
本
雅
康
「
東
山
道
―
山
坂
を
越
え
て
」
（
木
下
良
編
『
古
代

を
考
え
る

古
代
道
路
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）
。

（
８
）
黒
板
勝
美
編
『
新
訂
増
補
国
史
大
系

続
日
本
紀
』
吉
川
弘
文

館
、
一
九
三
五
年
、
一
〇
一
頁
頭
注
。

（
９
）
青
木
和
夫
・
稲
岡
耕
二
・
笹
山
晴
生
・
白
藤
禮
幸
校
注
『
続
日

本
紀
』
二
、
岩
波
書
店
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
）
、
一
九
九
〇

年
。

（
10
）
中
村
太
一
「
古
代
国
家
と
計
画
道
路
」『
歴
史
評
論
』
六
二
六
、

二
〇
〇
二
年
。

（
11
）
中
村
太
一
「『
出
雲
国
風
土
記
』
の
方
位
・
里
程
記
載
と
古
代

道
路
―
意
宇
郡
を
中
心
と
し
て
―
」『
出
雲
古
代
史
研
究
』
二
、

一
九
九
二
年
。

（
12
）
井
上
光
貞
「
日
本
律
令
の
成
立
と
そ
の
注
釈
書
」
（
井
上
光

貞
・
関
晃
・
土
田
直
鎮
・
青
木
和
夫
校
注
『
律
令
』
岩
波
書
店
、

一
九
七
六
年
）。

（
13
）
平
川
南
「
出
羽
国
府
論
」『
宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所

研
究
紀
要
』
Ⅳ
、
一
九
七
七
年
。
同
「
古
代
東
北
城
柵
再
論
」

『
東
北
歴
史
資
料
館

研
究
紀
要
』
５
、
一
九
七
九
年
。
新
野
直

吉
・
船
木
義
勝
『
払
田
柵
の
研
究
』
文
献
出
版
、
一
九
九
〇
年
、

な
ど
。

（
14
）
喜
田
貞
吉
「
出
羽
国
府
の
所
在
と
夷
地
経
営
の
弛
緩
」
『
喜
田

貞
吉
著
作
集
』
第
一
二
巻
、
平
凡
社
、
一
九
八
〇
年
（
初
出
は
一

九
二
三
年
）
。
高
橋
富
雄
「
秋
田
城
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」『
日
本
歴

史
』
二
八
一
、
一
九
七
一
年
。

（
15
）
今
泉
隆
雄
「
秋
田
城
の
初
歩
的
考
察
」
（
虎
尾
俊
哉
編
『
律
令
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国
家
の
地
方
支
配
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）
。
今
泉
氏
は
、

出
羽
国
府
と
秋
田
城
に
関
す
る
研
究
史
を
整
理
し
た
上
で
、
①
秋

田
城
＝
出
羽
国
府
説
の
根
拠
と
さ
れ
て
き
た
史
料
群
は
、
出
羽
国

府
に
関
す
る
も
の
と
秋
田
城
に
関
す
る
も
の
に
明
確
に
分
類
で

き
、
秋
田
城
＝
出
羽
国
府
説
の
根
拠
た
り
得
な
い
こ
と
、
②
出
土

文
字
資
料
や
出
羽
国
の
城
柵
制
の
検
討
か
ら
、
出
羽
国
府
と
秋
田

城
は
別
個
に
存
在
し
た
と
み
る
べ
き
こ
と
、
③
上
記
の
史
料
群
も
、

出
羽
国
府
ዝ�
秋
田
城
と
み
る
こ
と
で
明
解
に
解
釈
で
き
、
か
つ
そ

れ
ぞ
れ
の
変
遷
過
程
を
追
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
④
出
羽
国
の

行
政
支
配
上
、
庄
内
平
野
が
国
府
の
位
置
と
し
て
適
地
で
あ
る
と

み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
の
点
を
指
摘
し
、
出
羽
国
府
は
一
貫
し
て
庄

内
平
野
に
存
在
し
た
と
す
る
。

（
16
）
今
泉
隆
雄
「
古
代
東
北
城
柵
の
城
司
制
」
（
羽
下
徳
彦
編
『
北

日
本
中
世
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
）
。

（
17
）
樋
口
知
志
「
天
平
九
年
陸
奥
出
羽
連
絡
路
を
求
め
て
」
『
古
代

交
通
研
究
』
八
、
一
九
九
八
年
。

（
18
）
地
図
上
の
大
ま
か
な
計
測
で
も
、
色
麻
柵
比
定
地
と
大
室
駅

比
定
地
の
間
の
道
の
り
は
四
〇
km
強
あ
る
。

（
19
）
秋
田
城
（
阿
支
太
城
）
の
初
見
は
、
天
平
宝
字
四
（
七
六
〇
）

年
三
月
十
九
日
付
丸
部
足
人
解
（
『
大
日
本
古
文
書
』
二
五
―
二

六
九
）
。
そ
の
前
年
に
雄
勝
城
が
設
置
さ
れ
て
出
羽
国
の
城
柵
が

複
数
に
な
っ
た
た
め
、
出
羽
柵
か
ら
秋
田
城
に
改
称
さ
れ
た
と
み

ら
れ
る
（
前
掲
註
15
）
。

（
20
）
大
槻
如
電
（『
駅
路
通
』
下
、
一
九
一
五
年
）
は
玉
野
村
原
田

の
「
玉
野
原
」
に
、
吉
田
東
伍
（『
大
日
本
地
名
辞
書
（
奥
羽
）
』

一
九
〇
二
年
・
増
補
一
九
七
〇
年
）
は
北
村
山
郡
の
「
正
厳
」
に
、

玉
野
駅
の
所
在
地
を
求
め
て
い
る
。
し
か
し
、
地
名
等
だ
け
で
は

所
在
地
を
絞
り
き
る
根
拠
に
な
り
が
た
い
の
で
、
こ
こ
で
は
旧
玉

野
村
付
近
と
い
う
に
と
ど
め
て
お
く
。

（
21
）
藤
岡
謙
二
郎
・
足
利
健
亮
・
桑
原
公
徳
「
古
代
東
北
の
地
域

中
心
に
関
す
る
若
干
の
歴
史
地
理
学
的
調
査
と
問
題
点
」
『
人
文

地
理
』
一
五
―
三
、
一
九
六
三
年
。

（
22
）
邨
岡
良
弼
（『
日
本
地
理
志
料
』
一
九
〇
二
～
三
年
）
は
金
山

町
及
位
に
、
吉
田
東
伍
と
井
上
通
泰
（『
上
代
歴
史
地
理
新
考

東

山
道
』
一
九
四
三
年
）
は
、
金
山
町
北
部
と
す
る
。

（
23
）
加
藤
義
成
「
出
雲
国
風
土
記
に
お
け
る
山
野
の
認
識
」
『
古
事

記
年
報
』
二
二
、
一
九
八
〇
年
。

（
24
）
秋
田
県
仙
北
町
の
払
田
柵
跡
は
第
二
次
雄
勝
城
で
あ
り
、
天

平
宝
字
三
年
造
営
の
雄
勝
城
が
移
転
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
（
鈴
木
拓
也
「
払
田
柵
と
雄
勝
城
に
関
す
る
試
論
」『
古

代
東
北
の
支
配
構
造
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）
。

（
25
）
吉
田
東
伍
『
大
日
本
地
名
辞
書
（
奥
羽
）
』
冨
山
房
、
一
九
〇

二
年
・
増
補
一
九
七
〇
年
。
井
上
通
泰
『
上
代
歴
史
地
理
新
考

東

山
道
』
三
省
堂
、
一
九
四
三
年
。

36

（
26
）
邨
岡
良
弼
『
日
本
地
理
志
料
』
東
陽
堂
、
一
九
〇
二
～
三
年
。

前
掲
註
（
25
）
井
上
著
書
。

（
27
）
前
掲
註
（
25
）
吉
田
著
書
。

（
28
）
大
槻
如
電
『
駅
路
通
』
一
九
一
一
・
一
九
一
五
年
。

（
29
）
新
野
直
吉
『
古
代
東
北
の
開
拓
』
塙
書
房
、
一
九
六
九
年
。

譽
田
慶
恩
・
横
山
昭
男
『
山
形
県
の
歴
史
』
山
川
出
版
社
、
一
九

七
〇
年
。

（
30
）
前
掲
註
（
１
）
「
出
羽
国
」
。

（
31
）
熊
田
亮
介
「
蝦
夷
と
古
代
国
家
」
『
日
本
史
研
究
』
三
五
六
、

一
九
九
二
年
。

（
32
）
前
掲
註
（
25
）
吉
田
著
書
。

（
33
）
前
掲
註
（
25
）
井
上
著
書
。

（
34
）
新
野
直
吉
「
令
制
水
駅
の
実
地
研
究
」『
日
本
歴
史
』
一
八
四
、

一
九
六
三
年
。
前
掲
註
（
１
）「
出
羽
国
」
。

（
35
）
前
掲
註
（
25
）
吉
田
著
書
。

（
36
）
前
掲
註
（
25
）
井
上
著
書
。

（
37
）
前
掲
註
（
１
）
「
出
羽
国
」
。

（
38
）
森
田
悌
「
古
代
水
運
に
関
す
る
二
、
三
の
問
題
」
『
金
沢
大
学

教
育
学
部
紀
要<

人
文
・
社
会>

』
三
四
、
一
九
八
五
年
。
小
口
雅

史
「
最
上
川
延
喜
式
内
水
駅
補
考
」『
文
経
論
叢
』
二
一
―
三
、

弘
前
大
学
人
文
学
部
、
一
九
八
六
年
。
白
谷
駅
を
佐
芸
駅
の
次
駅

と
し
、
最
上
川
水
系
の
水
駅
と
考
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
坂
本

太
郎
氏
も
一
案
と
し
て
示
し
て
い
る
（
「
水
駅
考
」『
山
田
孝
雄
追

憶
史
学
語
学
論
集
』
一
九
六
二
年
）。

（
39
）
新
野
直
吉
「
水
駅
な
ら
ざ
る
水
駅
」
『
歴
史
』
二
六
、
一
九
六

四
年
。
渡
部
育
子
「
律
令
制
下
の
海
上
交
通
と
出
羽
―
古
代
出
羽

に
お
け
る
海
上
交
通
の
意
義
を
め
ぐ
っ
て
」
『
日
本
海
地
域
史
研

究
』
七
、
一
九
八
五
年
。

（
40
）
前
掲
註
（
37
）
小
口
論
文
。

（
41
）
前
掲
註
（
15
）
。

（
42
）
前
掲
註
（
25
）
吉
田
著
書
。

（
43
）
前
掲
註
（
９
）
第
五
巻
一
六
四
頁
下
註
八
。

（
44
）
岩
手
大
学
学
芸
学
部
研
究
年
報
一
五
『
岩
手
県
江
釣
子
村
新

平
遺
跡
発
掘
概
報
』
一
九
五
九
年
。

（
45
）
現
存
す
る
胆
沢
城
造
営
記
事
は
『
日
本
紀
略
』
の
も
の
で
、

こ
の
時
期
の
『
日
本
後
紀
』
は
失
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
『
日
本

紀
略
』
で
は
、
胆
沢
城
造
営
に
付
属
す
る
内
容
の
も
の
と
し
て
、

胆
沢
駅
の
設
置
記
事
が
省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
考
え

ら
れ
よ
う
。

（
46
）
前
掲
註
（
１
）
「
陸
奥
国
」
。

（
47
）
伊
藤
博
幸
「
西
根
古
墳
群
と
胆
沢
城
の
造
営
」『
金
ヶ
崎
史
談
』

一
九
・
二
〇
合
併
号
、
一
九
八
八
年
。
同
「
奥
六
郡
の
史
的
前
提
」

『
岩
手
考
古
学
』
三
、
一
九
九
一
年
。

（
48
）
藤
岡
謙
二
郎
編
『
日
本
歴
史
地
理
総
説
』
吉
川
弘
文
館
、
一
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九
七
五
年
。

（
49
）
前
掲
註
（
１
）
「
陸
奥
国
」
。

【
付
記
】

本
稿
は
、
群
馬
県
立
歴
史
博
物
館
資
料
調
査
員
と
し
て
行
っ
た
調
査

を
ベ
ー
ス
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
本
稿
脱
稿
後
、
今
泉
隆
雄
「
天
平
九
年
の
奥
羽
連
絡
路
開
通
計

画
に
つ
い
て
」
『
国
史
談
話
会
雑
誌
』
四
三
、
二
〇
〇
二
年
九
月
、
を

得
た
。
こ
の
論
文
で
は
、
大
野
東
人
の
直
路
建
設
に
つ
い
て
、
関
連
史

料
に
詳
細
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
合
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。


